
 

企画課 
特定複合観光施設区域の整備のための基本

的な方針（案）の協議について 
令和 2年 12月 3日 

１．趣旨 

〇 ＩＲ整備法に基づく基本方針（案）について同法第５条第３項の規定

に基づき国土交通大臣から協議があったもの。（別添１・２） 

〇 第２回委員会において以下の４点を指摘し、第 25回委員会において、

国土交通省から当該指摘に対する検討結果等の説明を聴取。 

・ＩＲ事業者のコンプライアンスの確保 

・国や地方自治体の職員とＩＲ事業者との接触ルールの必要性 

・都道府県等によるギャンブル等依存症対策の充実 

・ＩＲ区域・ＩＲ施設の安全の確保 

２．基本方針（案）の主な内容 

（１）ＩＲ整備の意義・目標 

・国際的なＭＩＣＥビジネスの展開、長期滞在の訪日外国人旅行の促進等

により「国際競争力の高い魅力ある滞在型観光」を実現 

・ＩＲ整備に当たっては、①ＩＲ区域・施設に係る安全や健康・衛生の確

保、②カジノ事業収益の公益還元、③都道府県等によるギャンブル等依

存症対策の充実、④ＩＲ事業者等との接触ルールの策定、ＩＲ事業者の

コンプライアンスの確保が極めて重要な前提条件 

（２）ＩＲ整備の推進 

・事業の公益性や地域における十分な合意形成を確保 

（３）ＩＲ事業・ＩＲ事業者 

・各施設が、ＩＲ整備法や政令で定める基準に適合していること 

（４）区域整備計画の認定 

・都道府県等は政令で定める期間内に認定を申請 

・認定審査の基準として、要求基準（必ず適合しなければならない基準）・

評価基準（優れた計画を認定するための基準）の設定 

（５）その他 

・インバウンド促進やギャンブル等依存症対策など、関係施策と連携 

（６）カジノ施設の有害影響排除 

・関係者が密接に連携して、犯罪発生の予防、青少年の健全育成、依存防

止のための施策及び措置を確実に実施 

⇒上記の委員会の指摘については、（１）ＩＲ整備の意義・目標のほか、（３）

ＩＲ事業・ＩＲ事業者、（４）区域整備計画の認定、（６）カジノ施設の有

害影響排除の各項目にも盛り込まれている。 

３．協議に対する回答（案）  

 上記の委員会の指摘を踏まえた内容であることから、委員会として異存

がない旨を回答する。 

 

説明資料２ 



○ ＩＲ整備の推進に当たっては、ＩＲ事業の公益性や、地域における十分な合意形成を確保。

○ ＩＲの各施設が、ＩＲ整備法や政令で定める基準に適合していること。

第４ 区域整備計画の認定

第１ IR整備の意義・目標

第３ IR事業・IR事業者

基本方針（案）の概要

政令で定められた施設の規模要件等、基本的な要件を満たしていること。

1 国際競争力の

高い魅力ある

滞在型観光の実

現

(１) ＩＲ区域全体
・コンセプトが明確で優れていること

・建築物のデザインが地域の新たな象徴となりうるものであること

・これまでにないスケールを持つこと

・ユニバーサルデザイン等の観点から世界の最先端であること

(２) ＭＩＣＥ施設
・ＭＩＣＥビジネスの国際競争力の向上に十分なスケールを持つこと

・重要な国際会議等に対応できる、優れたクオリティを持つこと

(３) 魅力増進施設
・日本の魅力をこれまでにないクオリティで発信すること

(４) 送客施設
・各地の観光魅力を伝えるショーケース機能を持つこと

・旅行サービスの手配を一元的に行うコンシェルジュ機能を持つこと

(５) 宿泊施設
・客室の広さ・構成・設備が国際競争力を有し、サービスの質が高いこと

(６) その他施設
・国際競争力と高いクオリティを持ち、幅広い人々が楽しめること

(７) カジノ施設
・ＩＲ全体のコンセプトと調和し、他の施設とバランスがとれていること

(８) ＩＲ区域が整備される地域、関連する施策等
・国内外の主要都市との交通の利便性に優れていること

・交通アクセス改善やインフラ整備等の施策が効果的であること

２ 経済的社会的

効果

(１) 観光への効果

・ＭＩＣＥ件数や観光客の増加が大きく見込まれること

(２) 地域経済への効果

・来訪者の旅行消費額の増加や地域の雇用創出が見込まれること

(３) 2030年の政府の観光戦略の目標達成への貢献

・2030年に訪日外国人旅行者数を6,000万人、消費額を15兆円とする政府目

標達成への貢献が見込まれること

３ ＩＲ事業運営の

能力・体制

ＩＲ事業者の能力、財務面の安定性、防災・減災の取組、ＩＲ区域・施設に係る

安全の確保、感染症対策、地域との良好な関係構築があること

４ カジノ事業収益の

活用

カジノ事業収益を十分活用して、ＩＲ事業内容の向上や都道府県等の施策へ

の協力を行うこと

５ カジノ施設の

有害影響排除等

カジノ施設の有害影響排除やギャンブル等依存症対策が確実かつ効果的に

講じられるものであること

◆ 評価基準 (３という上限の範囲内で、優れた計画を認定するための基準)

○ インバウンド促進やギャンブル等依存症対策など、関係施策と連携して施策を推進。

第６ カジノ施設の有害影響排除

○関係者が密接に連携して、犯罪発生の予防、青少年の健全育成、依存防止のための施策及び

措置を確実に実施するとともに、 ＩＲ事業者及び都道府県等において、依存防止のために万全

の対策を講じ、ギャンブル等依存症対策基本法に基づく取組を一層強力に推進。

○ 認定審査の基準

◆ 要求基準 （認定を受ける前提として、必ず適合しなければならない基準）

第２ IR整備の推進

第５ その他

◆ 意義

○ 国際的なＭＩＣＥビジネスを展開するとともに、長期滞在に対応した訪日外国人旅行を促進し、

来訪客に国内各地を訪れて頂くことにより、「国際競争力の高い魅力ある滞在型観光」を実現。

○ ＩＲ整備に当たっては、①ＩＲ区域・施設に係る安全や健康・衛生の確保、②カジノ事業収益の公

益還元、③都道府県等によるギャンブル等依存症対策の充実、④ＩＲ事業者等との接触ルールの

策定、ＩＲ事業者のコンプライアンスの確保が極めて重要な前提条件。

◆ 目標

○我が国におけるＭＩＣＥ開催件数の増加。

○ 2030年に訪日外国人旅行者数を6,000万人、消費額を15兆円とする政府目標達成への貢献。

○ 訪日外国人旅行者の国内各地の観光地への訪問の増加。

○ 収賄等の不正行為を防止し、公正性・透明性の確保を徹底して、ＩＲ整備を推進する。

○ ＩＲ推進本部、国土交通省、カジノ管理委員会は、それぞれの役割等を踏まえ、ＩＲ事業者等との

接触ルールを策定する。都道府県等においても同様に接触ルールを定め、公募・選定に係る公

正性・透明性を確保。

○ 都道府県等は、実施方針を作成し、公正性・透明性を確保して、民間事業者を公募・選定。

○ 都道府県等は、政令で定める期間内に国土交通大臣に対して区域整備計画の認定を申請。

○ 国土交通大臣は、認定の審査を公平・公正に行うため、有識者による審査委員会を設置。

○ 認定審査の基準・・・・【右欄参照】

別添１
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特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針（案） 

令和   年   月   日 

 特定複合観光施設区域整備法（平成 30年法律第 80号）第５条第１項の規定に基づき、

特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針を次のように定める。 

第１ 特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項 

１ 意義 

統合型リゾート（以下「ＩＲ」という。）とは、民間事業者が一体として設置し、及び運営

する「観光振興に寄与する諸施設」と「カジノ施設」から構成される一群の施設である。

我が国において整備を目指すＩＲ（以下「日本型ＩＲ」という。）は、民間ならではの自由な

発想で日本の伝統、文化、芸術等を生かした魅力的なコンテンツを提供するとともに、

象徴的で先進性や他には見られない魅力を有する建築物により非日常的、印象的な

空間を創出することで、国内外から多くの観光客を引き付けることができるものである。

特定複合観光施設区域整備法（以下「ＩＲ整備法」という。）に基づく日本型ＩＲを実現す

るための制度は、特定複合観光施設区域（ＩＲ整備法第２条第２項に規定する特定複合

観光施設区域をいう。以下「ＩＲ区域」という。）を整備し、国際会議場や家族で楽しめる

エンターテインメント施設等と、収益面での原動力となるカジノ施設が一体となったこれ

までにないスケールとクオリティを有する特定複合観光施設（ＩＲ整備法第２条第１項に

規定する特定複合観光施設をいう。以下「ＩＲ施設」という。）が、民間事業者の活力と創

意工夫を生かして設置され、及び運営されることを、包括的に法制度の中に位置付け

た世界初の制度である。この制度は、ナショナル・プロジェクトとして、ＩＲ区域の整備の

効果を日本全国に波及させようとするものであり、そのために、設置運営事業等（ＩＲ整

備法第５条第２項第３号に規定する設置運営事業等をいう。以下「ＩＲ事業」という。）の

公益性が確実に担保されるよう、区域整備計画の認定や厳格なカジノ規制をはじめと

した必要な枠組みが整えられているところである。 

観光は、双方向の国際交流を通じた相互理解の増進はもとより、国民経済の発展や

国民生活の安定向上にも寄与するものであり、本格的な少子高齢化・人口減少を迎え

る中で、真に我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱である。このような認識の下、政

別添２

yw67546
長方形



 

   

 

2 

 

府の観光戦略である「明日の日本を支える観光ビジョン（平成 28年３月 30日明日の日

本を支える観光ビジョン構想会議決定）」においては、ＭＩＣＥ（企業等の会議（Ｍｅｅｔｉｎ

ｇ）、企業等の行う報奨及び研修旅行（Ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ Ｔｒａｖｅｌ）、国際機関及び団体、学会

等が行う国際会議（Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ）、展示会及び見本市、イベント（Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ及びＥｖ

ｅｎｔ）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称。

以下同じ。）誘致の促進やインバウンド観光促進のための多様な魅力の対外発信強化、

広域観光周遊ルートの世界水準への改善などの取組により、2030 年に訪日外国人旅

行者数を 6000 万人、訪日外国人旅行消費額を 15 兆円とすること等が観光先進国の

実現に向けた目標として掲げられているところである。我が国は、自然・文化・気候・食

という観光振興に必要な４つの条件を兼ね備えた世界でも数少ない国の１つであり、豊

富で多様な観光資源を有しているが、日本型ＩＲは、こうした観光資源を生かした日本

の魅力を世界に発信する機能を有するものであり、我が国においてＩＲを新たに整備す

ることは、観光資源の潜在力を最大限に解き放ち、我が国を観光先進国に引き上げる

という目標に寄与することが期待される。 

具体的には、 

（１） 民間の活力を生かしてこれまでにないスケールとクオリティを有するＭＩＣＥ施設を

整備することにより、これまでにないような大型の国際的な会議やイベント等を展開

し、新たなビジネスの起爆剤となること、 

（２） 世界に向けた日本の魅力の発信により、世界中から観光客を集め、全国各地の

豊かな自然、固有の歴史、文化、伝統、食などの魅力を紹介すること、 

（３） ＩＲへの来訪客に国内各地の魅力を紹介し、国内各地に送り出すことにより、世界

と国内各地をつなぐ交流のハブとなること 

により、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現することが、日本型ＩＲの意義で

ある。これにより、観光及び地域経済の振興に寄与し、更には日本全体の健全な経済

成長につながるとともに、併せて、国及び地方公共団体の財政の改善に資することが

期待される。 

 また、こうした日本型ＩＲの意義が十分に発揮されるためには、国だけではなく、都道

府県等(ＩＲ整備法第６条第１項に規定する都道府県等をいい、区域整備計画の認定を

受けた後にあっては、同法第 10 条第２項に規定する認定都道府県等をいう。以下同

じ。)をはじめとする地域の関係者及びＩＲ事業者（同法第５条第２項第３号の設置運営

事業者等をいい、区域整備計画の認定を受けた後にあっては、同法第 10 条第２項に

規定する認定設置運営事業者等をいう。以下同じ。）が日本型ＩＲの意義を理解し、及

び共有した上で、 

（１） 観光や地域経済の振興、財政の改善への貢献を図る観点から、長期間にわたっ
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て、安定的で継続的なＩＲの運営が確保されるとともに、ＩＲとしての機能が適切に発

揮されるよう、ＩＲ区域及びＩＲ施設に係る安全や健康・衛生が確保されること、 

（２） 民間事業者の活力と創意工夫が生かされるとともに、カジノ事業の収益の適切な

公益還元の観点から、カジノ事業の収益を活用したＩＲ施設の整備その他ＩＲ事業の

事業内容の向上や、都道府県等が行う認定区域整備計画に関する施策への協力

が図られること、 

（３） 犯罪防止、治安維持、青少年の健全育成、依存防止等の観点から、カジノ施設

の設置及び運営に伴う有害な影響の排除やこれと連携した都道府県等によるギャ

ンブル等依存症対策、また、関係地方公共団体との連携協力による取組の充実が

適切に行われること 

（４） ＩＲの整備に対する国民の信頼と理解を確保する観点から、収賄等の不正行為を

防止するとともに、公正性及び透明性の確保を徹底するため、国や都道府県等に

おいて、ＩＲ事業者等との接触のあり方に関する厳格なルール（以下「接触ルール」

という。）が策定されるとともに、ＩＲ事業者においてコンプライアンスが確保されること 

が極めて重要な前提条件である。 

２ 目標 

観光先進国の実現に向けて日本型ＩＲを整備し、その意義を十分に発揮することによ

り、次に掲げる目標を達成することを目指すこととする。 

（１） 国際的なＭＩＣＥビジネスを展開すること 

我が国のＭＩＣＥ競争力は、アジア等の競合国が誘致に向け積極的に取組を進

め、ＭＩＣＥ誘致の国際競争が激化していることから、相対的に低下しつつあるとこ

ろであるが、「観光立国推進基本計画」（平成 29年３月 28日閣議決定）において、

アジア主要国における国際会議の開催件数に占める割合を 2020 年までに３割以

上とし、かつ、アジア最大の開催国の地位を維持する、としているところである。 

これらのことを踏まえ、日本型ＩＲにおいて、これまでにないスケールとクオリティ

を有するＭＩＣＥ施設を整備することにより、これまでにないような大型の国際的な

会議やイベント等を展開し、新たなビジネスの起爆剤となり、我が国におけるＭＩＣ

Ｅ開催件数の増加に貢献することを目標とする。 

（２） 世界中から観光客を集めること 

政府の観光戦略の目標として、「明日の日本を支える観光ビジョン」等において、

訪日外国人旅行者数を 2030年に 6000万人とし、訪日外国人旅行消費額を 2030

年に 15兆円とするといったことが掲げられているところである。 

日本型ＩＲにおいて、世界に向けて日本の魅力を発信し、世界中から観光客を

集めることにより、政府の観光戦略の目標達成を後押しすることを目標とする。 
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（３） 来訪客を国内各地に送り出すこと 

我が国においては、外国人延べ宿泊者数の約６割が三大都市圏に集中してお

り、東京や大阪といったゴールデンルート以外の地域を含めた各地への誘客が課

題となっているところである。 

日本型ＩＲにおいて、国内各地の魅力的な観光地や観光ルートを紹介し、来訪

客を国内各地に送り出すことにより、国内各地の観光地への訪日外国人旅行者

や日本人国内旅行者の訪問の増加に貢献することを目標とする。 

第２ 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策に関する基本的な事項 

カジノ事業を含むＩＲ事業は、カジノ事業の収益を活用して、ＩＲ区域の整備を推進す

ることにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、観光及び地域経済の

振興に寄与するとともに、財政の改善に資するという公益目的の実現のために、特別に

認められるものである。そのため、ＩＲ整備法では、ＩＲ区域の整備の推進に関する施策

を策定し、及び実施することを国と関係地方公共団体の責務とした上で、ＩＲ事業の公

益性を確保するために必要な枠組みが整備されている。 

具体的には、 

（１） ＩＲ施設は、カジノ施設のみならず、国際会議場施設（ＩＲ整備法第２条第１項第１

号に掲げる施設をいう。以下同じ。）、展示等施設（同項第２号に掲げる施設をいう。

以下同じ。）、魅力増進施設（同項第３号に掲げる施設をいう。以下同じ。）、送客施

設（同項第４号に掲げる施設をいう。以下同じ。）及び宿泊施設（同項第５号に掲げ

る施設をいう。以下同じ。）という公益を実現する中核施設と一体となった施設であ

ることを要件とするとともに、その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施

設（同項第６号に掲げる施設をいう。）を一体的に設置し、及び運営する場合には

当該施設を含めることを可能としていること、 

（２） 国土交通大臣による区域整備計画の認定に当たっては、基本方針に適合するも

のであること等の基準に基づき厳正な審査を行い、上限数である３を超えない範囲

内で優れたものを認定することとしていること、 

（３） 国土交通大臣は、認定区域整備計画の実施の状況について、毎年度の評価や

一定期間ごとに認定の更新を行うとともに、ＩＲ事業者に対して、当該評価の結果に

基づき、カジノ事業の収益をＩＲ事業の事業内容の向上や都道府県等が行う認定区

域整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めることを義務付けていること、 

（４） カジノ事業者に対して、国及び都道府県等への納付金の納付を義務付けている

こと 

等により、各段階において、ＩＲ事業の公益性の確保を求め、国が確認するための手続

が設けられている。 



 

   

 

5 

 

また、ＩＲ区域の整備の推進に当たっては、地域の創意工夫と民間の活力を生かすこ

とが求められている。そのため、都道府県等とＩＲ事業者が相互に意思疎通を図りなが

ら、ＩＲ区域の整備に取り組むために必要な枠組みが設けられている。 

具体的には、 

（１） 都道府県等はＩＲ区域の整備に当たって、民間事業者からの提案も踏まえつつ、Ｉ

Ｒ区域を整備しようとする区域の位置やＩＲ事業の実施条件などを定めた基本的な

構想である実施方針を策定すること、 

（２） 都道府県等は実施方針に即して、ＩＲ事業を実施する民間事業者を公募の方法

により選定すること、 

（３） 都道府県等は選定した民間事業者と共同して、ＩＲ施設の具体的な規模及び機

能、ＩＲ事業の具体的な計画、ＩＲ区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改

善を含め都道府県等が実施する施策及び措置などを定める区域整備計画を作成

し、及び申請すること、 

（４） 都道府県等とＩＲ事業者は、区域整備計画の認定後、ＩＲ事業の具体的な実施体

制や実施方法などを定める実施協定を締結すること 

等により、各段階において、都道府県等とＩＲ事業者が意思疎通を図りながら、区域整

備計画を作成し、及び実行する手続が定められている。 

さらに、ＩＲ区域の整備の推進に当たっては、ＩＲ区域を整備することの意義や、カジノ

施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について、地域における幅広い関係者

の理解と協力を得ることが不可欠である。そのため、地域における十分な合意形成を図

るために必要な枠組みが設けられている。 

具体的には、 

（１） 実施方針の策定、民間事業者の選定、区域整備計画の作成に当たって、都道府

県等は、立地市町村等や都道府県公安委員会と協議すること、 

（２） 協議に当たって、都道府県等は、都道府県等の長、立地市町村等の長、都道府

県公安委員会のほか、住民、学識経験者、関係行政機関（例えば道路管理者など）

などの都道府県等が必要と認める者により構成される協議会を組織することができ

ること、 

（３） 区域整備計画の作成に当たって、都道府県等は、公聴会の開催その他の住民

の意見を反映するために必要な措置を講じること、 

（４） 区域整備計画の認定申請に当たって、都道府県等は、都道府県等の議会の議

決を経る、及び申請主体が都道府県であるときは立地市町村（ＩＲ整備法第９条第９

項に規定する市町村及び特別区をいう。以下同じ。）の同意を得ることを義務付け

るとともに、立地市町村の同意に当たってはその議会の議決事項とすることもできる
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こととされていること 

等により、都道府県等は、実施方針を策定する段階から関係者と協議し、区域整備計

画を作成し、及び申請する段階では住民の意見の反映や議会の議決を経ることとされ

ており、地域における十分な合意形成を図るために必要な手続が定められている。 

第３ 設置運営事業等及び設置運営事業者等に関する基本的な事項 

１ ＩＲ施設の在り方    

ＩＲ施設は、民間事業者が設置し、及び運営する「観光振興に寄与する諸施設」と「カ

ジノ施設」から構成される一群の施設であり、民間ならではの自由な発想で日本の伝統、

文化、芸術等を生かした魅力的なコンテンツを提供するとともに、象徴的で先進性や他

には見られない魅力を有する建築物により非日常的、印象的な空間を創出することで、

国内外から多くの観光客を引き付けることを目指している。 

このため、ＩＲ整備法において、ＩＲ施設は、カジノ施設と、（１）国際会議場施設、（２）

展示等施設、（３）魅力増進施設、（４）送客施設及び（５）宿泊施設から構成される一群

の施設であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されることが要件とさ

れるとともに、（６）その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設もこれらと一

体的に設置され、及び運営される場合には、当該施設も含めることが可能とされている。 

なお、ＩＲ施設を構成する各施設（カジノ施設を除く。以下第３．１において同じ。）は、

主としてその機能を発揮するものとしてそれぞれ設置及び運営される必要があるが、施

設の使用頻度を高め、施設の運営による効果を最大限発揮していく観点から、当該施

設の機能を果たしつつ、他の機能としても使用することや、他の施設とつなげて一つの

機能を発揮するなど、他の機能と併せて複合的に使用することが可能である。 

また、ＩＲ施設を構成する各施設には、主として国際会議の用に供する室（以下「国際

会議室」という。）や主として展示会、見本市その他の催しの用に供する室（以下「展示

スペース」という。）などの中心的な設備のほかに、その機能を支えるような設備を組み

込むことが認められる。 

なお、既存施設を活用することも排除はされないが、日本型ＩＲは、これまでにないス

ケールとクオリティを有するＩＲ施設であることが必要であり、このため、大規模な民間投

資が行われるとともに、大きな経済効果や雇用創出効果をもたらすものであることが必

要である。 

（１） 国際会議場施設及び（２） 展示等施設 

日本型ＩＲでは、民間の活力を生かしてこれまでにないようなスケールとクオリテ

ィを有するＭＩＣＥ施設を整備することにより、これまでにないような国際的な会議等

を展開し、新たなビジネスの起爆剤となることを目指している。 

このため、ＩＲ整備法では、ＭＩＣＥ施設を構成する施設は、 
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ア 国際会議の誘致を促進し、及びその開催の円滑化に資する国際会議場施設、 

イ 国際的な規模の展示会、見本市その他の催し（以下「展示会等」という。）の開

催の円滑化に資する展示施設、見本市施設その他の催しを開催するための施

設 

であって、それぞれが政令で定める基準に適合することが要件とされている。 

なお、国際会議や展示会等の規模に応じて、国際会議室や展示スペースを、

間仕切りをして臨機応変に使用することは認められる。また、国際会議や展示会

等を開催しない日に、ＭＩＣＥ施設を活用して、スポーツイベントやコンサート等を

開催し、誘客効果を最大化することも重要である。 

（３） 魅力増進施設 

日本型ＩＲでは、世界に向けて、日本の魅力を発信し、世界中から観光客を集

めることを目指している。こうした日本型ＩＲを実現するために、我が国の伝統、文

化、芸術等を生かした日本らしい魅力的なコンテンツを提供する、重要な役割を

担うのが魅力増進施設である。 

このため、ＩＲ整備法では、魅力増進施設は、我が国の伝統、文化、芸術等を生

かした公演その他の活動を行うことにより、我が国の観光の魅力の増進に資する

施設であって、政令で定めるものであることが要件とされている。 

（４） 送客施設 

日本型ＩＲは、来訪者をＩＲ区域に囲い込むのではなく、国内各地の魅力をショ

ーケースとして紹介し、来訪者を国内各地に送り出して、実際に現地で体験して

いただくことにより、世界と国内各地をつなぐ交流のハブとなることを目指している。 

このため、ＩＲ整備法では、送客施設は、我が国における各地域の観光の魅力

に関する情報を適切に提供し、併せて各地域への観光旅行に必要な運送、宿泊

その他のサービスの手配を一元的に行うことにより、国内における観光旅行の促

進に資する施設であって、政令で定める基準に適合するものであることが要件とさ

れている。 

（５） 宿泊施設 

日本型ＩＲにおける宿泊施設では、ＭＩＣＥ施設等の他のＩＲ施設への来訪者の

需要に対応するだけでなく、誘客施設の一つとして、高度化及び多様化する国内

外の旅行者の需要に対応し、新たな宿泊需要を生み出すことを目指している。 

このため、ＩＲ整備法では、宿泊施設は、利用者の需要の高度化及び多様化に

対応したものであって、政令で定める基準に適合するものであることが要件とされ

ている。 

（６） その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設 
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（１）から（５）までのいずれにも該当しない施設であって、国内外からの観光旅

客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設である。一律に設置を義務付けるもの

ではなく、地域の創意工夫や民間の活力を生かしてＩＲ施設への集客力を高める

ために設置することが可能なものである。 

（３）の魅力増進施設とは異なり、専ら我が国の伝統、文化、芸術等を生かした

施設であることが求められるものではない。例えば、主たる用途が（３）に当てはま

らない劇場、競技場、美術館等のほか、遊園地、テーマパーク、水族館、動物園、

ショッピングモール等の集客施設が想定される。 

当該施設には、地域の創意工夫や民間の活力を生かして、ビジネスからレジャ

ーまで、大人から子どもまで、外国人でも日本人でも、幅広い客層が楽しんだり利

用できる施設となることが期待される。 

（７） カジノ施設 

国内外から子どもを含めた多くの者が訪れるＩＲ区域においては、カジノ施設に

関連する犯罪やトラブルを防止することや、ＩＲ区域全体として清浄な風俗環境を

保持し、ＩＲ区域を訪れる者の安全安心を確保することが極めて重要である。 

２ ＩＲ区域の在り方 

ＩＲ区域は、ＩＲ施設の敷地と同一の単一の区画を指すものであり、ＩＲ整備法では、一

のＩＲ施設を設置する一団の土地の区域として、当該ＩＲ施設を設置し、及び運営する民

間事業者により当該区域が一体的に管理されるものとしている。 

そのため、ＩＲ施設の規模に比べ相当程度幅広い道路や河川等で実質的に分断さ

れるなど社会通念上一体と言えないものはＩＲ区域として認められない。一方、ＩＲ区域と

して整備される土地の区域が道路や河川等をまたぐ場合であっても、専用の橋で結ぶ

ことにより来訪者が徒歩で行き来できるなど、ＩＲ施設間の回遊性が阻害されず、機能

的に一体であると判断される場合には一団の土地の区域に該当し得る。 

また、ＩＲ施設は土地に設置することが必要であり、例えば、河川、海、湖沼など土地

でないものに設置することは認められない。 

さらに、ＩＲ事業者は必ずしもＩＲ区域内の全ての土地を所有する必要はないものの、

所有しない場合であっても地権者との契約によって一体的に管理することが求められる。 

なお、ＩＲ施設の設置に当たっては、当該施設が建築基準法（昭和 25 年法律第 201

号）、港湾法（昭和 25年法律第 218号）、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）等に

基づく土地利用規制と適合するよう、これらの法律等に基づく手続が適切に行われる

必要がある。 

３ ＩＲ事業の在り方 

（１） ＩＲ事業の一体性 
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カジノ事業を含むＩＲ事業はカジノ事業の収益を活用して公益目的を実現する

ために認められるものであり、カジノ事業の収益を公益目的に確実に還元するた

めＩＲ事業は一体性が求められる。そのため、ＩＲ整備法においては、設置運営事

業が一の設置運営事業者により一体的かつ継続的に行われると認められるもので

あることを区域整備計画の認定基準とするとともに、ＩＲ事業者には、ＩＲ事業以外

の事業の兼業が禁止されている。 

一の設置運営事業者による一体的な経営が原則となるが、経営の一体性を損

なわない範囲で、業務における効率性の確保や専門性の活用の観点から、他の

民間事業者がカジノ施設を含むＩＲ施設を一体的に整備し、その用途に応じて管

理し、設置運営事業者に専ら使用させる事業形態（ＩＲ整備法第２条第５項に規定

する施設供用事業をいう。）や、経営判断をＩＲ事業者に留保した上で第三者にカ

ジノ事業以外のＩＲ事業について業務委託やテナントへの入居契約を行うことが可

能である。 

なお、カジノ事業を自ら運営しない会社が設置運営事業者になることは認めら

れない。 

さらに、設置運営事業者はＩＲ施設を構成する全ての施設を一体として所有する

ことを原則とするが、施設供用事業が行われる場合には、施設供用事業者がＩＲ施

設を構成する全ての施設を一体として所有した上で、設置運営事業者に専ら使用

させることが可能である。 

また、ＩＲ事業者はＩＲ事業以外の事業の兼業が禁止されているが、設置運営事

業の範囲としては、ＩＲ施設を設置し、及び運営する事業に加え、それを支えるもの

として、附帯事業が認められる。例えば、附帯事業として、ＩＲ区域の内外にかかわ

らず、利用者の利便性の確保に必要なもの等が考えられる。 

（２） ＩＲ事業者の資本構成 

日本型ＩＲは、民間事業者の資金や能力を生かすため、「民設民営」を基本とし

ており、ＩＲ整備法においても、ＩＲ施設は民間事業者により設置され、及び運営さ

れるものと定義されている。したがって、ＩＲ事業者の経営に直接公的主体が関与

することは適切ではなく、そのため、国や地方公共団体から出資や役員の派遣な

どを受ける事業形態は、ＩＲ事業者として認められない。 

また、ＩＲ事業者は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に規定する会社である必

要があり、その資本構成については内外無差別とされている。関係企業が出資し、

又は経営参画する会社の形態を採ることも認められるが、当該形態を採る場合で

あっても、区域整備計画の認定を受けて都道府県等との間で実施協定を締結す

る前に、法人登記が必要となる。 
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（３） ＩＲ事業者の廉潔性確保 

ＩＲ事業者は、全般的なコンプライアンスの確保に取り組むことが必要である。 

また、ＩＲ事業者は、ＩＲ事業を実施する上で、カジノ事業の免許（施設供用事業

が行われる場合には、カジノ事業の免許及びカジノ施設供用事業の免許。以下同

じ。）を申請することになるため、あらかじめカジノ事業に係るＩＲ整備法の株主等に

関する規制を踏まえた定款の作成等を行うことが必要である。 

さらに、ＩＲ事業者は、カジノ事業の免許を受けるまでに進める準備（ＩＲ施設の

建設、調達等に係る契約、各種行為準則の策定、従業員の雇用・教育など）の段

階から、その役員、株主等、従業員、契約の相手方等からの反社会的勢力の排除

の徹底に取り組むことが必要である。 

（４） ＩＲ事業者によるカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に

行うための措置 

ＩＲ事業者は、区域整備計画において定める事業基本計画において、暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に

規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過し

ない者（以下「暴力団員等」という。）のカジノ施設への入場の禁止、マネー・ローン

ダリング防止のための措置、20歳未満の者のカジノ施設への入場禁止、日本人や

外国人居住者を対象とした一律の入場回数制限や入場料の賦課、依存防止規程

に基づく利用制限措置や相談窓口の設置をはじめとする依存防止のための措置、

日本人等に対する貸付業務の規制や広告及び勧誘の規制など、ＩＲ整備法に基

づき取り組むことが求められるカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排

除を適切に行うための措置を盛り込むとともに、これを着実に実施しなければなら

ない。なお、ＩＲ事業者は、依存防止のための措置の実効性を確保するため、カジ

ノ施設周辺において貸付機能を有するＡＴＭ等を設置することや、ＩＲ区域内にお

いて新規与信機能を有する貸金業の端末等を設置することは認められない。また、

公営競技やぱちんこなどのギャンブル等の施設は、カジノ施設と相まって射幸心

をそそるおそれやカジノ規制による依存防止のための措置の実効性を失わせるお

それのあるものであることから、ＩＲ区域内に設置することは認められない。 

４ カジノ事業の収益のＩＲ施設の整備等への活用の在り方 

ＩＲ整備法第 15 条第３項において、ＩＲ事業者は、カジノ事業の収益の活用に当たっ

て、国土交通大臣による認定区域整備計画の実施の状況についての毎年度の評価の

結果に基づき、当該収益をＩＲ施設の整備その他ＩＲ事業の事業内容の向上や、都道府

県等が行う認定区域整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めなければならな

いこととされている。 



 

   

 

11 

 

こうした規定が設けられている趣旨は、カジノ事業がＩＲ区域の整備の推進のために

特別に認められるものであることに鑑み、ＩＲ事業に求められる公益性を達成するため

には、カジノ事業の収益を十分に活用して、ＩＲ区域において必要となる新たな施設の

整備や既存の施設の更新を行うことにより、ＩＲ区域の魅力の向上を図り、世界中から多

くの観光客を引き付ける国際競争力を維持向上していくことが求められることを踏まえ

たものである。 

この規定に基づき、カジノ事業の収益を、ＩＲ施設の整備その他ＩＲ事業の事業内容

の向上に充てる方法としては、具体的には、ＩＲ施設の整備を行うための資本的支出や、

ＩＲ施設において提供されるコンテンツの更新又は追加を行うための支出、また、これら

に関連する人件費や広告宣伝費などの支出に充てること、自らカジノ施設の設置及び

運営に伴う有害な影響の排除のための措置を強化することなどが認められる。さらに、

こうした支出は必ずしも毎年度一定の水準で行われるとは限らず、数年に一度の間隔

で計画的に行うことも考えられることから、カジノ事業の収益の一部を、翌年度以降に

おけるこうした支出に充てることを目的とする積立金として積み立てておくことも認めら

れる。 

また、この規定に基づき、カジノ事業の収益を、都道府県等が行う認定区域整備計

画に関する施策への協力に充てる方法としては、具体的には、都道府県等との十分な

連携の下で、都道府県等が行うＩＲ区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善

その他のＩＲ区域の整備に伴い必要となる関連する施策や、カジノ施設の設置及び運

営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に協力するために、その費

用の一部を分担することが認められる。 

ＩＲ事業者は、区域整備計画を作成する際に、カジノ事業の収益をＩＲ施設の整備そ

の他ＩＲ事業の事業内容の向上や、都道府県等が行う認定区域整備計画に関する施

策への協力に充てることについての計画を記載することが求められる。また、ＩＲ事業者

は、国土交通大臣による認定区域整備計画の実施の状況についての毎年度の評価を

受ける際に、当該年度におけるカジノ事業の収益を、あらかじめ区域整備計画に記載

した方針や、当該評価の結果を踏まえて、カジノ事業の収益をＩＲ施設の整備その他ＩＲ

事業の事業内容の向上や都道府県等が行う認定区域整備計画に関する施策への協

力に充てるよう努める具体的な方法について、説明責任を果たすことが求められること

となる。さらに、ＩＲ事業者は、当該評価の結果を、事業基本計画及び事業計画に適時

に反映させるなど、認定区域整備計画に係る業務運営の改善に適切に反映することと

されている。 

なお、ＩＲ事業は民間事業者が行うものであることを踏まえ、民間の活力を生かした魅

力的なＩＲ区域の整備を可能にするため、ＩＲ事業者においては、適正な水準の配当等
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の利益配分を行うことが認められるものであることに留意が必要である。 

第４ 区域整備計画の認定に関する基本的な事項 

1 公正性及び透明性の確保 

国及び都道府県等は、民間事業者がＩＲ事業者に選定されることを目指した働きか

けに対し、収賄等の不正行為を防止するとともに、公正性及び透明性の確保を徹底し

て、ＩＲ施設の整備を推進しなければならない。 

このため、ＩＲ事業者等との接触ルールの策定が重要であり、接触ルールにおいて

は、次に掲げる事項を規定することが基本となるが、具体的な規定内容は、それぞれ

の行政機関が、それぞれの役割を踏まえ、適切に判断するものとする。 

（１）面談は、原則として庁舎内において、複数の職員等により対応すること 

（２）職員にあっては、事前に面談の日時及び相手方について、また、事後に面談の

内容について、上司への報告を行うこと 

（３）面談において、特定のＩＲ事業者が不当に有利又は不利になることにつながる

行為をしないこと 

（４）面談の記録を作成し、一定の期間保存すること 

（５）電話、メール、ＦＡＸによるやり取りは、日程調整等の事務連絡その他の必要な

範囲にとどめること 

（６）それぞれの行政機関におけるＩＲに関する事務に係る担当職員から最高責任者

までを接触ルールの対象とすること 

（７）ＩＲ事業を行う者及びカジノ関連機器等製造業等を行う者並びにこれらを行おう

とする者等を接触ルールの対象とすること 

ＩＲ推進本部、国土交通省及びカジノ管理委員会は、それぞれの役割等を踏まえ、Ｉ

Ｒ事業者等との接触ルールを適切に策定するものとする。 

区域整備計画の認定申請を予定又は検討している都道府県等においては、既にそ

の多くが自主的にＩＲ事業者等との接触ルールを策定しているところであり、その内容

については、基本的には地域ごとの独自性が尊重されるものであるが、少なくとも上記

の（１）から（７）までの項目について規定したＩＲ事業者等との接触ルール（以下「都道

府県等が定める接触ルール」という。）を策定することにより、３（１）に規定するとおり、

公募及び選定に係る公正性及び透明性を確保することが求められる。 

２ 実施方針 

（１） 実施方針の策定及び公表 

ア 実施方針の策定の意義 

実施方針は、都道府県等が、ＩＲ区域の整備の実施に関する方針を定めるもの

であり、ＩＲ区域の整備の推進に関して、地域の合意形成を図っていく上での基礎
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となる構想である。また、都道府県等は、民間事業者の公募に当たって、民間事

業者においてＩＲ事業への参入のための検討が容易になるよう、都道府県等として

民間事業者に求めるものを明らかにすることが必要である。 

そのため、都道府県等は、実施方針において、都道府県等として考えるＩＲ区域

の整備の意義や目標、ＩＲ事業を実施する上で必要となる要件や民間事業者の選

定方法などＩＲ区域の整備の実施に関する方針を、できる限り具体的に示すことが

求められる。 

イ 実施方針の記載事項 

都道府県等は、基本方針に即して実施方針を定めることとされており、実施方

針には、ＩＲ整備法第６条第２項各号に掲げる事項を定めることとされている。策定

に当たっては、以下の点に留意して、各事項を定めることが求められる。 

（ア） 特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項（ＩＲ整備法

第６条第２項第１号関係）     

我が国及びＩＲ区域を整備しようとする地域の観光及び地域経済の振興や

財政の改善など、都道府県等においてＩＲ区域の整備を推進することにより実

現を目指す公益や、当該公益を実現するための地域の創意工夫及び民間

の活力を生かしたＩＲ区域の整備の実施の方向性について、都道府県等とし

ての基本的な構想を示し、当該構想を踏まえた目標を示すことが求められる。 

（イ） 特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する

事項（ＩＲ整備法第６条第２項第２号関係） 

ＩＲ区域を整備しようとする区域の所在地及び敷地面積、当該区域の土地

に関する権利関係並びに土地をＩＲ事業者に使用させる方法及びその条件

等を示すことが求められる。 

なお、民間事業者の公平かつ公正な選定の観点から、いかなる民間事業

者が選定されたとしても、ＩＲ事業者が確実にその土地を利活用できるように

するための措置についても示すことが求められる。 

（ウ） 特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項

並びに設置運営事業等に関する事項（ＩＲ整備法第６条第２項第３号関係） 

ＩＲ施設を構成する施設について、都道府県等として、ＩＲ事業者による設

置及び運営を求める施設の種類、機能及び規模を示すことが求められる。 

なお、ＩＲ施設を構成する施設として、既存の施設を利用する場合には、民

間事業者の公平かつ公正な選定の観点から、いかなる民間事業者が選定さ

れたとしても、当該施設の所有権をＩＲ事業者に円滑に移管するとともに、当

該ＩＲ事業者が当該施設を含むＩＲ施設を設置し、運営できるようにするための
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措置についても示すことが求められる。 

また、ＩＲ事業として実施することをＩＲ事業者に対して求める事業、カジノ施

設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために実施するこ

とをＩＲ事業者に対して求める取組並びにＩＲ区域の整備に係るスケジュール

等を示すことが求められる。 

（エ） 設置運営事業等を行おうとする民間事業者の募集及び選定に関する事項

（ＩＲ整備法第６条第２項第４号関係） 

応募者の参加資格要件、応募に当たり提出を求める書類、民間事業者の

選定手続、選定基準及び選定に係るスケジュール等を示すことが求められる。 

なお、ＩＲ整備法においては、応募に当たり、審査料を徴収すること自体は

制限されていないが、公正性及び透明性を確保するために公募により民間

事業者を選定することとしているＩＲ整備法の趣旨を没却することのないよう、

応募者間の公平性に留意して当該審査料を設定するとともに、当該審査料

の金額を示すことが求められる。 

（オ） 設置運営事業等の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項（ＩＲ整備法

第６条第２項第５号関係） 

ＩＲ事業の実施を通じて、観光や地域経済の振興に寄与し、財政の改善に

資するためには、長期間にわたって、安定的かつ継続的なＩＲ事業の実施を

確保する必要がある。こうした観点から、ＩＲ事業者の責任の履行確保の方法

や、ＩＲ事業におけるリスク及びその分担の在り方等を示すことが求められる。

また、ＩＲ区域の周辺地域の開発及び整備並びに交通環境の改善等に関し

て、都道府県等及び都道府県公安委員会が実施する施策及び措置に係るも

のを記載するほか、必要に応じ、立地市町村等が実施する施策及び措置とし

て想定するものがあれば、できる限り明確に示すことが求められる。 

なお、公募により民間事業者を選定することとしているＩＲ整備法の趣旨が

没却されることのないよう、民間事業者の選定後は、当該民間事業者の株主

又は出資者（当該民間事業者がまだ設立されていないときは、当該民間事業

者を設立しようとする単数の企業又は複数の企業によって構成されるグルー

プ（以下「コンソーシアム」という。）の構成員等。以下同じ。）の変更について

承認を行う等の必要な手続を課すことが適切であり、このため、当該手続を併

せて示すことが求められる。 

また、ＩＲ区域の周辺地域の開発及び整備並びに交通環境の改善等に関

して、ＩＲ事業者に金銭の負担を求める場合には、その負担の内容及びその

金額を、できる限り具体的に示すことが求められる。 
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（カ） カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした

特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競

争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事

項（ＩＲ整備法第６条第２項第６号関係） 

ＭＩＣＥ誘致のための施策及び措置や、周辺地域及び全国各地の観光地

等と連携した広域的な観光ルートの設定等のインバウンドの促進のための施

策及び措置並びにこれらの施策及び措置に関してＩＲ事業者に協力を求めた

い事項等を示すことが求められる。 

（キ） カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために

必要な施策及び措置に関する事項（ＩＲ整備法第６条第２項第７号関係） 

都道府県等及び都道府県公安委員会が実施する施策及び措置に係るも

のを記載するほか、必要に応じ、立地市町村等が実施する施策及び措置並

びにこれらの施策及び措置に関してＩＲ事業者に協力を求めたい事項等を示

すことが求められる。 

ウ その他実施方針の策定及び公表に関する留意点 

（ア） 実施方針の策定に関する留意点 

実施方針の策定に当たっては、以下の点に留意することが求められる。 

・ 実施方針は、民間事業者の選定基準となるものであるため、その策定に当

たっては、公正性及び透明性を確保すること。 

・ 実施協定の案を既に作成している場合にあっては、当該案を実施方針に

添付することが望ましいこと。 

・ 認定都道府県等入場料納入金及び認定都道府県等納付金の使途に関

する方針が既に定まっている場合には、当該方針を併せて記載することが

望ましいこと。 

・ 応募者が提出した提案書類の公開の有無や、提案書類に関する営業秘

密等であって、公表することにより当該民間事業者の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれのある情報の取扱いについては、実施方針

又は作成する場合は募集要項等（都道府県等が、公募に係る事務手続や

実施方針において示した事項に関する詳細事項等、民間事業者の公募に

際して必要な事項を記載し、公表する書類をいう。以下同じ。）において定

めることが望ましいこと。 

・ 協議会を組織する場合は、協議会がＩＲ区域の整備の推進に地域の理解

が広く得られるようにするために設けられていることを踏まえ、都道府県等の

住民、学識経験者、関係行政機関その他の都道府県等が必要と認める者を
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幅広く協議会に参画させ、そこでの議論の結果が適切に実施方針に反映さ

れるようにすること。なお、民間事業者の公平かつ公正な選定に対する疑念

を惹起しかねないため、民間事業者が選定されるまでは、ＩＲ事業を行おうと

する民間事業者を協議会の構成員とすることは認められないものであること。 

（イ） 実施方針の公表に関する留意点 

実施方針の公表後、民間事業者と質疑応答を行うことは、民間事業者との

意思疎通を図り、実施方針等に関する民間事業者の理解を深める上で有効

であること。なお、公平性を確保する観点から、民間事業者からの質問に対

する回答（公表することにより、質問を行った民間事業者の権利、競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除く。）は、他の民間事業

者にも公表することが望ましいこと。 

（２） 民間提案に対する措置 

ア 民間提案の制度の意義 

ＩＲは我が国にこれまで存在しないものであり、都道府県等にも十分な知見の蓄

積がないため、都道府県等による実施方針の策定に当たっては、ＩＲ事業を行おう

とする民間事業者からの提案を受けて、当該提案を踏まえた実施方針を定めるか

どうかを検討することも有益であることから、ＩＲ整備法第７条において実施方針の

策定の提案の制度が設けられている。 

なお、ＩＲ整備法第７条第１項の規定に基づく民間事業者による実施方針の策

定の提案（以下「民間提案」という。）は、民間事業者の提案先となる都道府県等の

ＩＲ区域の整備に係る意向の如何にかかわらず、行うことができる。 

また、都道府県等が、実施方針の策定に当たり、民間事業者に対してＲＦＩ（情

報提供の募集）やＲＦＣ（コンセプトの募集）等の市場調査を実施し、その結果を踏

まえることも有益であるが、当該市場調査に応じた特定の民間事業者にとっての

み特に有利な実施方針を定める等により、公募の趣旨を没却することのないよう留

意することが求められる。また、市場調査の内容や方法によっては、ＩＲ事業に関

する情報が特定の民間事業者のみに流出するおそれがあるため、市場調査の実

施に当たっては配慮が必要である。 

イ 民間提案の検討 

都道府県等が民間提案を受けたときは、当該民間提案について、ＩＲ区域の整

備の適切性及び実現可能性、観光及び地域経済の振興への寄与度等を検討す

ることが考えられる。なお、複数の民間提案を受けたときは、それらの提案の中か

ら優れた部分を集約した実施方針を定めることも併せて検討することも考えられる。 

また、これらの検討に際しては、以下の点に留意する必要がある。 
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（ア） 都道府県等は、民間提案を行った民間事業者の権利、競争上の地位その

他正当な利益を損ねないよう留意して、当該民間提案を取り扱うこと。 

（イ） 検討に要する期間の考え方については、民間提案の内容や都道府県等の

体制等により異なるが、当該検討に相当の期間を要する場合には、当該民間

提案を行った民間事業者に対し、結果を通知する時期の見込みを通知するこ

とが望ましいこと。 

ウ 検討結果の通知及び公表 

（ア） 都道府県等は、民間提案を踏まえた実施方針を定めることが適当であると

認めるときは、その旨を、当該民間提案を行った民間事業者に速やかに通知

することが望ましい。なお、民間提案を踏まえた実施方針を定める際には、民

間提案に関する営業秘密等であって、公表することにより当該民間事業者の

権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報の取扱い

について配慮することが求められる。また、民間提案を行った特定の民間事業

者にとってのみ特に有利な実施方針を定める等により、公募の趣旨を没却す

ることのないよう留意することが求められる。 

（イ） 都道府県等は、民間提案を踏まえた実施方針を定める必要がないと認める

ときは、その旨及びその理由を当該民間提案を行った民間事業者に通知しな

ければならない。 

３ 公募及び選定 

（１） 民間事業者の公募及び選定に関する一般的事項 

都道府県等は、実施方針に即して、民間事業者の公募及び選定を行うこととさ

れている。民間事業者の公募及び選定については、選定の公正性及び透明性を

確保するために、公募により民間事業者を選定することとしているＩＲ整備法の趣

旨を没却することのないよう、留意することが求められる。 

（２） 選定基準及び選定手続 

ア 選定基準 

選定基準の設定に当たっては、以下の点に留意することが求められる。 

（ア） 我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、観光及

び地域経済の振興に寄与するため、都道府県等として実現を目指すＩＲ区域

の整備を行うことができ、かつ、かかる目的に沿って円滑かつ確実にＩＲ事業の

運営を行うことができる民間事業者を選定する観点から、適切な選定基準を設

け、募集要項等において応募者に事前に公表すること。 

（イ） 選定基準は、民間事業者の選定を公正かつ透明に行う観点から、客観的な

ものとすること。事業内容等について、定性的な基準を用いる場合でも、選定
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の評価結果の数量化等により客観性を確保すること。 

（ウ） 民間事業者の公募による選定に先立ち、都道府県等に対して民間提案を

行った特定の民間事業者や、都道府県等が実施した市場調査に応じた特定

の民間事業者を優遇するような選定基準を設けることは、公募により民間事業

者を選定することとしているＩＲ整備法の趣旨を没却するおそれがあるため、適

切ではないこと。 

（エ） 土地の所有者等の特定の者が、ＩＲ事業を行おうとする民間事業者の株主

又は出資者に含まれることを、応募又は選定の要件とすることは、公募により

民間事業者を選定することとしているＩＲ整備法の趣旨から認められないこと。 

（オ） 土地の賃料・代金等や、ＩＲ区域の周辺地域の開発及び整備並びに交通環

境の改善等に関する負担金等の多寡のみを選定基準とすることや、選定基準

のうち当該土地の賃料・代金等や、当該負担金等に係るものに過度な配点を

行う等は、（ア）に掲げる基準として適切ではないこと。 

（カ） 選定された民間事業者は、都道府県等と共同して作成する区域整備計画

が認定された場合は、カジノ事業の免許の申請を行うこととなるため、選定の

段階においても、カジノ事業の免許の基準を踏まえ、可能な範囲で民間事業

者の適格性につき確認を行うことが必要であること。そのため、選定基準には、

民間事業者の役員（当該民間事業者がまだ設立されていないときであって、

当該民間事業者の役員となる予定の者があるときは、当該者）及び当該民間

事業者の株主又は出資者（当該株主又は出資者が法人である場合は、当該

法人の役員。以下同じ。）が暴力団員等に該当しない者であることなど、ＩＲ事

業者がカジノ事業の免許を受ける上での欠格事由が存在しないことを、基準

の一つとして含むこと。また、民間事業者の役員及び当該民間事業者の株主

又は出資者に、カジノ事業の免許を受ける上での欠格事由が存在しないこと

について、民間事業者による表明・確約書を提出させること。さらに、暴力団員

等の排除の観点から、都道府県警察への照会を行うほか、その他、必要に応

じて民間の調査会社等への調査の委託等を行うこと。加えて、民間事業者に

おいて、反社会的勢力との関係を遮断し、反社会的勢力による被害を防止す

るため、行動指針を作成するなど適切な措置を講ずる予定であることについて

確認を行うこと。 

（キ） 都道府県等の判断により、ＩＲ区域の整備による地域経済の振興への大きな

寄与が見込まれる民間事業者を高く評価するような選定基準を設けることも可

能ではあるが、その際には、調達、雇用及びコンソーシアムの構成員の在り方

等に関連のある国際条約（例えば、ＷＴＯ協定、経済連携協定（ＥＰＡ）、投資
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協定等）との整合性に留意する必要があること。 

イ 選定手続 

選定手続の検討及び実施に当たっては、以下の点に留意することが求められる。 

（ア） 収賄等の不正行為を防止し、民間事業者の選定の公正性及び透明性を確

保すること。また、都道府県等においては、民間事業者の選定手続の公正性

及び透明性に疑念を抱かれることのないように十分に留意すること。 

（イ） 選定に係るスケジュールの策定に当たっては、応募者が応募に向けての準

備に要する期間の確保に配慮すること。 

（ウ） 都道府県等が想定しているＩＲ事業の内容に関し、競争制限的な企業（同種

のサービスを提供可能な企業の数が極めて少なく、同時に当該サービスが事

業の実施に不可欠である企業をいう。）が存在する場合には、当該企業の公

募への参加資格要件の在り方を検討し、適切な参加資格要件を設けるととも

に、いずれの応募者においても当該企業から公募手続において情報提供を

受ける等の協力を受けることが可能となるよう配慮し、公平性を確保すること。 

（エ） 都道府県等の判断により、実施協定に定めようとする内容等を調整するた

めに、都道府県等と応募者が直接対話を行う競争的対話方式を活用すること

も考えられること。また、効率的かつ効果的な選定を行う観点から、競争的対

話に参加することのできる応募者を絞り込むため、段階的な選定プロセスを設

けることも考えられること。 

（オ） 応募者から提出された提案書類の審査において、公平かつ公正な審査を

行うために、有識者等により構成される第三者委員会を設置する等、適切な民

間事業者の選定体制を構築する必要があること。 

（カ） 第三者委員会を設けた場合は、実施方針の策定後、その構成員を募集要

項等において応募者に事前に公表すること。 

（キ） 民間事業者の選定を行ったときは、その結果を、選定基準及び選定方法並

びに評価の過程及び結果に応じた選定過程の透明性を示すために必要な資

料（公表することにより、当該民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれのあるものを除く。）と併せて、速やかに公表すること。  

（３） 基本方針が公表される前から進められている手続の取扱い 

   都道府県等による実施方針の作成や民間事業者の公募及び選定は、基本方針

に即して行われることが求められる。 

   他方、ＩＲ区域の整備の内容を優れたものとするとともに、ＩＲ区域の整備による効

果を早期に実現させる観点から、都道府県等において、基本方針が公表される前

から、実施方針の作成や民間事業者の公募及び選定のための手続等を進めてお
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くことも想定される。 

   この場合には、基本方針が公表された後に、都道府県等において、それまでに

進めてきている手続等の内容が基本方針に即したものとなっていることを十分に確

認するとともに、必要に応じて、実施方針の修正やそれに応じた民間提案の内容の

修正機会の確保を行った上で、実施方針の作成や民間事業者の公募及び選定の

ための手続を完了するものとする。 

４ 区域整備計画の記載事項、申請手続 

（１） 区域整備計画の記載事項 

区域整備計画は基本方針及び実施方針に即して作成することとされている。ＩＲ

整備法第９条第２項各号に掲げる区域整備計画の記載事項について、特に留意

すべき点は以下のとおりである。 

ア 区域整備計画の意義及び目標に関する事項（ＩＲ整備法第９条第２項第１号関

係） 

区域整備計画の意義及び目標を、できる限り具体的かつ明確に記載しなけれ

ばならない。具体的には、ＩＲ区域の整備の方向性、ＩＲ区域の整備によって達成

を目指す観光及び地域経済に関する成果の内容及び程度、当該地域における

既存の観光資源との連携の在り方、当該都道府県等の財政の改善の見通し、当

該地域の将来の在り方等を、現状の分析を踏まえて記載することが求められる。 

イ 事業基本計画（ＩＲ整備法第９条第２項第４号関係） 

 事業基本計画は、以下の内容を含む必要がある。 

(ア) ＩＲ施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項 

ＩＲ施設の営業を開始しようとする時点におけるＩＲ施設を構成する施設の

種類、機能及び規模に関する事項を記載しなければならない。 

ＩＲ区域においては、カジノ施設と国際会議場施設、展示等施設、魅力増

進施設、送客施設及び宿泊施設（その他の国内外の観光旅客の来訪及び

滞在の促進に寄与する施設が整備される場合には、当該施設を含む。）が一

体として整備されるものであることから、基本的には、ＩＲ施設の営業開始の際

に、ＩＲ施設を構成する全ての施設が供用開始される必要がある。ただし、ＩＲ

施設を構成する一部の施設の工事の完成（例えば、宿泊施設を２棟建設す

る予定であるところ、うち１棟の宿泊施設のみの工事が完成している場合にお

ける、残りの１棟の宿泊施設の工事の完成）が当該一部の施設を除いたＩＲ施

設の営業開始以降となる場合であっても、 

①  全てのＩＲ施設の整備のための資金が、ＩＲ整備法第９条第１項の規定に

基づく申請を行う時点において確保されており、かつ、 
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② 全てのＩＲ施設の建設工事の発注が同時期に行われる予定となっている

ときは、 

一体として整備するものと認められることから当初より区域整備計画に記載し、

一括して認定を受けることができる。 

ＩＲ施設の営業を開始しようとする時点において供用されない施設のうち、

上記①又は②に該当しないものは、区域整備計画に定めたＩＲ施設とは認め

られないので、事前に、当該整備の内容に応じて、ＩＲ整備法第 11 条第１項

の規定に基づく変更の認定の申請又は同条第２項の規定に基づく届出を行

わなければならない。 

 (イ) ＩＲ施設の営業を開始するまでの工程に関する事項 

ＩＲ施設の営業を開始するまでに予定している工程の詳細に関し、ＩＲ施設

を構成する各施設について、建設工事を発注する時期、建設工事に着手す

る時期及び建設工事が完了する時期、ＩＲ施設の営業の開始（以下「開業」と

いう。）の時期（カジノ施設以外のＩＲ施設の一部を、ＩＲ施設の開業に先立っ

て開業する場合には、その開業の時期を含む。）等に区分して、できる限り具

体的に記載しなければならない。 

ＩＲ区域においては、カジノ施設と国際会議場施設、展示等施設、魅力増

進施設、送客施設及び宿泊施設（その他の国内外の観光旅客の来訪及び

滞在の促進に寄与する施設が整備される場合には、当該施設を含む。）が一

体として整備されるものであることから、ＩＲ施設として開業するためには、基本

的には、区域整備計画に定めたＩＲ施設を構成する全ての施設が完成してい

ることが必要である。 

しかしながら、ＩＲ区域の整備による効果を早期に発現させる観点から、区

域整備計画に定めたＩＲ施設のうちの一部が完成していない段階であっても、

カジノ施設と国際会議場施設、展示等施設、魅力増進施設、送客施設及び

宿泊施設がそろって完成し、それらがＩＲ整備法第２条第１項及び第２項並び

に第 41 条第１項第７号の規定をはじめとするＩＲ整備法及びこれに基づく政

省令等の規定（以下「ＩＲ施設の基準等」という。）に適合している場合には、そ

れらの施設をＩＲ施設として開業（以下「一部早期開業」という。）を行うことが

認められる。 

一部早期開業が行われる場合にあっては、一部早期開業の時点以降に完

成した施設を含むＩＲ施設の開業（その後に施設が順次完成する場合にはそ

れぞれの開業をいう。以下同じ。）に当たっても、ＩＲ施設の基準等に適合した

ものとなっていなければならない。 
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また、一部早期開業が行われる場合にあっては、その後に完成した施設を

含むＩＲ施設の開業の時期ごとに、ＩＲ施設の種類、機能及び規模に関する事

項並びにＩＲ事業の運営方針に関する事項を記載しなければならない。 

(ウ) 維持管理及び設備投資に関する事項 

ＩＲ事業に係る維持管理及び設備投資について、その対象となるＩＲ施設を

構成する施設ごとに、その具体的内容、費用及び時期を記載しなければなら

ない。 

(エ) ＩＲ事業者の組織体制に関する事項 

全般的なコンプライアンスの確保のための体制及び必要な取組を記載しな

ければならない。 

さらに、カジノ事業の免許を受けるまでに進める準備（ＩＲ施設の建設、調達

等に係る契約、各種行為準則の策定、従業員の雇用及び教育等）の段階か

らＩＲ整備法第 41条に基づくカジノ事業の免許の基準、第 97条に基づく契約

の認可の基準、第 116 条に基づく従業者の確認の基準等を念頭に置いた反

社会的勢力の排除等に徹底的に取り組むための措置を記載しなければなら

ない。 

(オ) カジノ事業の収益を活用したＩＲ施設の整備その他ＩＲ事業の事業内容の向

上及び都道府県等が実施する区域整備計画に関する施策への協力に関す

る事項 

事業基本計画は、カジノ事業の収益を活用したＩＲ施設の整備その他ＩＲ事

業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区域整備計画に関する施

策への協力に関する事項を含む必要がある。具体的には、ＩＲ施設の開業

（一部早期開業が行われる場合におけるその後の開業を含む。）後に将来想

定しているＩＲ施設の整備を含め、カジノ事業の収益を活用したＩＲ施設の整

備その他ＩＲ事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区域整備計

画に関する施策への協力に関する計画を、できる限り具体的に記載すること

が必要となる。また、このような計画を実施するための、区域整備計画の認定

の申請時における資金計画も併せて必要となる。 

なお、将来の施設整備や事業内容等を、カジノ事業の収益を活用したＩＲ

施設の整備その他ＩＲ事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区

域整備計画に関する施策への協力に関する事項として事業基本計画に記載

したとしても、その内容を実行に移す際には必要となるであろう事業基本計画

における（ア）ＩＲ施設の営業を開始しようとする時点におけるＩＲ施設を構成す

る施設等の種類、機能及び規模に関する事項の変更については、その内容
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に応じて、ＩＲ整備法第 11条第１項の規定に基づく変更の認定の申請又は同

条第２項の規定に基づく届出を行わなければならない。 

(カ) カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために

必要な措置 

ＩＲ事業者が実施する、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排

除を適切に行うために必要な措置を、その費用の見込みも含め、できる限り

具体的に記載しなければならない。なお、それらの措置には、以下の内容を

含める必要がある。 

・ 暴力団員等のカジノ施設への入場の禁止、マネー・ローンダリング防止の

ための措置、20 歳未満の者のカジノ施設への入場禁止、日本人や外国人

居住者を対象とした一律の入場回数制限や入場料の賦課、依存防止規程

に基づく利用制限措置や相談窓口の設置をはじめとする依存防止のため

の措置、日本人等に対する貸付業務の規制や広告及び勧誘の規制など、Ｉ

Ｒ整備法に基づき取り組むことが求められるカジノ施設の設置及び運営に

伴う有害な影響の排除を適切に行うための措置を記載しなければならない。 

・ 都道府県公安委員会・都道府県警察との情報共有及び連絡体制の構築、

治安維持のための防犯カメラの設置、防犯上の観点も踏まえたＩＲ施設のレ

イアウトの設計、自主警備のための体制の確保、地域の住民等からの苦情

等を受け付ける体制の整備など、ＩＲ区域における犯罪の発生の予防のため

の措置を記載しなければならない。また、ＩＲ区域には多数の外国人が来訪

することを踏まえ、外国語にも対応できる警備員の配置などについての措置

も含めて記載しなければならない。 

・ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために

国や都道府県等が実施する施策への協力について記載しなければならな

い。 

ウ 前各号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施

策及び措置に関する事項（ＩＲ整備法第９条第２項第５号関係） 

都道府県等は、地域の実情に即して、都道府県公安委員会や立地市町村等

とも連携しつつ、周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善その他のＩＲ区域の

整備に伴い必要となる関連する施策を含むＩＲ区域の整備の推進に関する施策

及び措置を策定し、実施することが求められる。 

このため、都道府県等は、区域整備計画において、次に掲げる事項をはじめと

したＩＲ区域の整備の推進に関する施策及び措置を、その費用の見込みも含め

て、できる限り具体的に記載する必要がある。ＩＲ事業者に金銭の負担を求める
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場合にはその負担の内容及びその金額を示すことが求められる。 

（ア） 周辺地域の開発及び整備 

ＩＲ区域の周辺地域においても適切な開発及び整備が進められるよう、都

市計画法に基づくマスタープランへの位置付けや用途地域等の指定又は臨

港地区においては港湾法に基づく分区の指定等周辺地域との一体的な開

発及び整備の推進についての施策及び措置を記載すること。 

（イ） 交通環境の改善 

ＩＲ区域の整備に伴う交通量の見通しや周辺地域の交通インフラの状況を

踏まえつつ、交通環境の改善に関する施策及び措置を記載すること。 

具体的には、公共交通の整備、道路の整備、駐車場の整備、交通安全施

設の整備その他の交通の安全及び円滑の確保のために必要な対策を記載

すること。 

（ウ） その他のＩＲ区域の整備に伴い必要となる関連する施策 

（ア）及び（イ）の施策及び措置のほか、地域の実情に即して、自然災害時

における避難計画の策定、テロ対策のための体制や資機材の確保などＩＲ区

域の整備に伴い必要となる関連施策及び措置を記載すること。 

（エ） 実施体制 

都道府県等は、ＩＲ区域の整備の推進に関する施策及び措置の実施に当

たって、ＩＲ事業者、都道府県公安委員会、立地市町村等その他の関係地方

公共団体との適切な役割分担を明確にし、及び緊密な連携を確保し、その

内容を記載すること。 

エ 前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及

び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我

が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及

び措置に関する事項（ＩＲ整備法第９条第２項第６号関係） 

ＭＩＣＥ誘致のための施策及び措置や、周辺地域及び全国各地の観光地等と

連携した広域的な観光ルートの設定、ＩＲ区域を含めた地域における観光の魅力

に関する海外におけるプロモーション等のインバウンドの促進のための施策及び

措置等について、その費用の見込みや、都道府県等とＩＲ事業者、都道府県公

安委員会、立地市町村等その他の関係地方公共団体との役割分担や協力体制、

観光地づくりとの連携を含めて記載しなければならない。 

オ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要

な施策及び措置に関する事項（ＩＲ整備法第９条第２項第７号関係） 

都道府県等は、次の（ア）から（エ）までに掲げる事項を含め、カジノ施設の設
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置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置

について、その費用の見込みも含めて記載しなければならない。 

（ア） 犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持 

ＩＲ区域及びその周辺地域における商業施設、繁華街、住宅、学校などの

立地状況を踏まえつつ、犯罪の発生の予防、秩序の維持、善良の風俗及び

清浄な風俗環境の保持に万全を尽くすための施策及び措置を記載すること。 

具体的には、国内外から多くの旅行者が来訪することを踏まえ、都道府県

公安委員会・都道府県警察と適切に連携しつつ、防犯体制の強化、犯罪発

生時はもとより平時からの情報共有及び連絡体制の確保、防犯訓練における

協力体制の確保、暴力団等の排除のための連絡体制の確保などの取組に

ついて記載すること。また、ＩＲ区域の周辺地域において、その地域の状況に

鑑み、性風俗関連特殊営業の規制（風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第４章第１節に定めるものをいう。

以下同じ。）等を適切に講ずる旨を記載すること。 

（イ） 青少年の健全育成 

ＩＲ区域及びその周辺地域において、商業施設、繁華街、住宅、学校など

の立地状況を踏まえつつ、青少年の健全育成に万全を尽くすための施策及

び措置を記載すること。 

具体的には、周辺地域の学生や住民向けの依存防止に係る啓発活動、Ｉ

Ｒ区域や周辺商業施設における青少年の保護育成などに適切に取り組む旨

を記載すること。 

（ウ） カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響

の防止 

ＩＲ区域及びその周辺地域において、依存防止対策に万全を尽くすための

施策及び措置を記載すること。 

具体的には、ＩＲ事業者によるカジノ行為に対する依存防止のための措置

などと連携して、都道府県等として行う相談窓口や治療体制の整備をはじめ

としたカジノ行為に対する依存防止のための取組について記載すること。 

また、ＩＲ区域の周辺地域においても、当該地域の状況に鑑み、関係法令

に基づく土地利用規制その他の措置を通じてギャンブル等施設の設置を認

めないなどの措置を適切に講ずるための取組を記載すること。 

さらには、ギャンブル等依存症対策基本法（平成 30 年法律第 74 号）の規

定に基づいて都道府県が策定する都道府県ギャンブル等依存症対策推進

計画に基づくギャンブル等依存症対策の取組（政令市にあっては、ギャンブ



 

   

 

26 

 

ル等依存症対策のための計画的な取組）について記載すること。 

（エ） 実施体制 

都道府県等は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適

切に行うために必要な施策及び措置の実施に当たって、ＩＲ事業者、都道府

県公安委員会、立地市町村等その他の関係地方公共団体との適切な役割

分担を明確にし、及び緊密な連携を確保し、その内容を記載すること。 

カ 区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項（ＩＲ整

備法第９条第２項第８号関係） 

国内外からの来訪者数、ＭＩＣＥの開催件数、魅力増進施設や送客施設の利

用者数などの観光への効果の見通しや、来訪者による消費額、地域における雇

用創出、ＩＲ施設の開業までの初期投資などの地域経済への効果の見通しを記

載しなければならない。 

キ ＩＲ整備法第 179 条第１項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途に

関する事項（ＩＲ整備法第９条第２項第９号関係） 

認定都道府県等入場料納入金は、（ア）ＩＲ区域の整備の推進のための施策及

び措置、（イ）カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う

ために必要な施策及び措置にも充てられることが望ましい。このことを踏まえ、認

定都道府県等入場料納入金の使途について、（ア）、（イ）及び（ア）又は（イ）のい

ずれにも該当しない使途に区分した上で、可能な範囲で具体的な内容や規模を

記載するものとする。 

ク ＩＲ整備法第 193条第１項に規定する認定都道府県等納付金の使途（当該認定

都道府県等納付金を立地市町村等その他の関係地方公共団体に交付する場

合には、その条件を含む。）に関する事項（ＩＲ整備法第９条第２項第 10号関係） 

認定都道府県等納付金の使途については、ＩＲ整備法第 232 条に規定されて

いることを踏まえ、以下の分類ごとに、可能な範囲で具体的な内容や規模を記載

するものとする。 

（ア） 観光の振興に関する施策（ＩＲ区域の整備の推進のための施策を含む。） 

（イ） 地域経済の振興に関する施策 

（ウ） その他のＩＲ整備法第１条の目的及び同法第４条の地方公共団体の責務を

達成するための施策（カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を

適切に行うために必要な施策を含む。） 

（エ） 社会福祉の増進に関する施策 

（オ） 文化芸術の振興に関する施策 

また、認定都道府県等納付金を立地市町村等、周辺地方公共団体その他の
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関係地方公共団体に交付する場合には、交付の対象となる地方公共団体ごとに、

認定都道府県等納付金の配分の方針を示すとともに、その使途について、上記

の分類に従い、可能な範囲で具体的な内容や規模を記載するものとする。 

（２） 添付書類 

ア 区域整備計画の申請に関する添付書類 

区域整備計画の認定を申請する都道府県等は、実施方針の策定、民間事業

者の選定及び区域整備計画の作成を公平かつ公正に行ったことを明らかにする

ために、都道府県等が公表した実施方針及び募集要項等、公募に応じた民間事

業者の提案の概要及びその評価並びにＩＲ整備法第８条第２項の規定に基づく協

議会における協議又は立地市町村等及び都道府県公安委員会との協議の経過

及び結果を記載した書面、民間事業者を選定した際の公表資料、都道府県等が

定める接触ルールなど、必要となる資料を区域整備計画と併せて、国土交通大臣

に提出しなければならない。 

また、区域整備計画が着実に実施されることを明らかにするため、区域整備計

画の認定を申請する時点における実施協定の案についても、区域整備計画と併

せて、国土交通大臣に提出しなければならない。 

イ 地域における合意形成に関する添付書類 

都道府県等は、ＩＲ整備法第９条第５項から第９項までの規定及び第 12 条の規

定に従って区域整備計画を作成及び申請したことを明らかにするため、次に掲げ

る内容を盛り込んだ資料を、区域整備計画と併せて、国土交通大臣に提出しなけ

ればならない。 

（ア） ＩＲ整備法第９条第５項の規定に基づく協議会における協議又は立地市町

村等及び都道府県公安委員会との協議について、その協議の経過及び結果 

（イ） ＩＲ整備法第９条第６項及び第９項の規定に基づく同意について、同意を得

るまでの経過及び同意に付された条件。なお、立地市町村等（ＩＲ整備法第９

条第９項の適用の場合にあっては、立地市町村）が地方自治法（昭和 22 年法

律第 67号）第 96条第２項の規定に基づき、この同意を議会の議決事項とした

場合には、議会における議事の経過及び議決の結果 

（ウ） ＩＲ整備法第９条第７項の規定に基づいて都道府県等が講じた公聴会の開

催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の内容、経過及び結

果並びにこれらの措置を受けて区域整備計画に反映した内容 

（エ） ＩＲ整備法第９条第８項の規定に基づく都道府県等の議会の議決について、

議会における議事の経過及び議決の結果 

（オ） ＩＲ整備法第 12 条第１項の規定に基づいて協議会を組織している場合は、
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協議会の構成員、同条第７項の規定に基づき協議会が定めたもの、開催実績

並びに協議会における議事の経過及び結果 

ウ ＩＲ事業者の適格性に関する添付書類 

都道府県等は、ＩＲ事業者の適格性を担保するため、 

（ア） ＩＲ事業者の役員及び株主又は出資者について、①カジノ事業の免許を受

ける上での欠格事由が存在しないことに係るこれらの者による表明・確約書、

②暴力団員等が含まれないことについて都道府県警察に照会し確認したこと

を示す書面、③暴力団員等が含まれないことについて調査会社等に調査を

委託した場合にはその報告書を、 

（イ） ＩＲ事業者において、反社会的勢力との関係を遮断し、反社会的勢力による

被害を防止するため、行動指針を作成するなど適切な措置を講ずる予定で

あることを明らかにする書類を、 

区域整備計画と併せて、国土交通大臣に提出しなければならない。 

５ 認定の申請期間 

ＩＲ整備法第９条第１項の規定に基づいて国土交通大臣の認定を申請しようとする都

道府県等は、ＩＲ整備法第９条第 10項の規定に基づく政令で定める期間内にその申請

を行わなければならない。 

なお、申請書の提出先、提出方法その他の認定の申請手続に関する具体的な事項 

については、国土交通大臣が別途定めるものとする。 

６ 審査委員会 

国土交通大臣は、ＩＲ整備法第９条第 11 項の規定に基づき認定を行うに当たって、

区域整備計画の公平かつ公正な審査を行い、優れた区域整備計画を認定する観点か

ら、有識者により構成される審査委員会を設置する。審査委員会の委員は、区域整備

計画の審査に必要となる専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な

判断をすることができる者のうちから、国土交通大臣が任命し、区域整備計画の認定の

申請の受付を開始する前に公表するものとする。審査委員会の事務局は、国土交通省

観光庁が担当する。 

審査委員会における率直な意見の交換及び意思決定の中立性を確保するため、区

域整備計画の認定に関する審査委員会の会議は公開しない。一方、認定審査の透明

性を確保する観点から、審査委員会における認定審査の結果及び評価の過程につい

ては、区域整備計画の認定後速やかに公表するものとする。 

７ 認定審査の基準 

（１） 審査の基準の構成及び認定審査のプロセス 

国土交通大臣は、ＩＲ整備法第９条第 11項の規定に基づき、同項各号に掲げる
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基準に適合すると認めるときは、区域整備計画の認定をすることができるものとさ

れている。したがって、区域整備計画について認定を受けるためには、同項第１号

から第６号までに掲げる基準に適合するものである必要がある。さらに、同項第７

号において、認定を受けることとなる区域整備計画の数が３を超えてはならないこ

ととされていることから、同項第１号から第６号までに掲げる基準に適合するものの

うちから、３を超えない範囲内で優れた区域整備計画を認定することが求められて

いる。 

これを踏まえ、認定審査の基準を明確化するとともに、公平かつ公正に審査を

行う観点から、以下のとおり、認定を受けるために適合していなければならない基

準（以下「要求基準」という。）と、申請のあった区域整備計画が優れたものである

かを公平かつ公正に審査するための基準（以下「評価基準」という。）を定めること

とする。 

ＩＲ整備法第９条第１項の規定に基づく認定の申請のあった区域整備計画につ

いては、まず、要求基準に適合するものかどうかの確認を行い、要求基準に適合

しない場合には、認定を行わない。 

要求基準に適合する場合は、評価基準に従って、審査委員会が評価を行い、

その結果を国土交通大臣に報告する。国土交通大臣は、審査委員会の審査の結

果に基づき、認定を受けることとなる区域整備計画の数が３を超えない範囲内で、

優れた区域整備計画を認定するものとする。 

（２） 要求基準 

要求基準を以下のとおり定める。 

ア 基本方針への適合（ＩＲ整備法第９条第 11項第１号関係） 

（ア） カジノ施設を含むＩＲ施設の開業以降全ての時点において、ＩＲ整備法第２

条第１項第１号から第５号までに掲げる施設が全て設置され、及び運営さ

れるとともに、そのそれぞれが、特定複合観光施設区域整備法施行令（平

成 31 年政令第 72 号。以下「ＩＲ整備法施行令」という。）第１条から第５条

までに規定する基準又は要件を満たしていなければならない。 

（イ） カジノ施設の数が１を超えず、かつ、ゲーミング区域の床面積の合計が、Ｉ

Ｒ整備法施行令第６条に規定する面積を超えないものとなっていなければな

らない。 

（ウ） ＩＲ区域がＩＲ施設を設置する一団の土地の区域としてＩＲ事業者により一体

的に管理されるものでなければならない。 

（エ） ＩＲ区域の土地の使用の権原をＩＲ事業者が既に有し、又はその権原をＩＲ

事業者が取得する見込みが明らかにされ、及びＩＲ施設を設置するために必
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要となる資金を調達する見込みが明らかにされるなど、ＩＲ施設を確実に設置

できる根拠について妥当性が認められるものでなければならない。 

（オ） 都道府県等が定める接触ルールが策定されているなどにより、民間事業

者の公募及び選定が公平かつ公正に行われたものでなければならない。 

（カ） 区域整備計画の作成及び認定の申請に当たって、協議会における協議

又は立地市町村等及び都道府県公安委員会との協議、公聴会の開催その

他の住民の意見を反映するために必要な措置、都道府県等の議会の議決及

び立地市町村の同意、立地市町村が地方自治法第 96 条第２項の規定に基

づきこの同意を議会の議決事項とした場合には議会における議決など、地域

における合意形成の手続が適切に行われたものでなければならない。 

（キ） ＩＲ事業者によるコンプライアンスの確保のための体制及び取組が適切か

つ十分なものでなければならない。 

（ク） ①ＩＲ事業者の役員及び株主又は出資者について、（ｉ）カジノ事業の免許

を受ける上での欠格事由が存在しないことにつきこれらの者による表明・確約

書、（ｉｉ）暴力団員等が含まれないことについて都道府県警察に照会し確認し

たことを示す書面、（ｉｉｉ）暴力団員等が含まれないことについて調査会社に調

査を委託した場合にはその報告書、また、②ＩＲ事業者において、反社会的

勢力との関係を遮断し、反社会的勢力による被害を防止するため、行動指針

を作成するなど適切な措置を講ずる予定であることを明らかにする書類が添

付されていなければならない。 

（ケ） 都道府県等又はＩＲ事業者が審査委員会の委員に対して不正な働きかけ

を行ったと認められるものであってはならない。 

イ ＩＲ区域が整備される地域（ＩＲ整備法第９条第 11項第２号関係） 

ＩＲ区域は、国内外の主要都市との交通の利便性その他の経済的社会的条件

からみて、ＩＲ区域の整備を推進することが適切と認められる地域でなければなら

ない。 

ウ 事業基本計画（ＩＲ整備法第９条第 11項第３号関係） 

（ア） カジノ事業の収益が設置運営事業の実施に活用されることにより、設置運

営事業が一の設置運営事業者により一体的かつ継続的に行われると認めら

れるものでなければならない。 

（イ） 施設供用事業が行われる場合には、ＩＲ事業が設置運営事業者と施設供

用事業者との適切な責任分担及び相互の緊密な連携により行われると認め

られるものでなければならない。 

（ウ） ＩＲ事業者が会社法に規定する会社であって、専ら設置運営事業（施設供
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用事業者にあっては、施設供用事業）を行うものでなければならない。 

（エ） 設置運営事業者がＩＲ施設を所有するもの（施設供用事業が行われる場合

には、施設供用事業者が所有するＩＲ施設を設置運営事業者が使用するもの）

とされていなければならない。 

（オ） ＩＲ整備法に基づきＩＲ事業者が自ら実施するカジノ施設の設置及び運営

に伴う有害な影響の排除を適切に行うための措置並びに国や都道府県等が

実施する施策への協力が事業基本計画に記載されているとともに、その記載

された措置をＩＲ事業者が適切に実施すると認められるものでなければならな

い。 

エ ＩＲ区域の整備の推進に関する施策及び措置の適切な実施（ＩＲ整備法第９条

第 11項第４号関係） 

（ア） カジノ事業の収益を活用して実施することが計画されているＩＲ施設の整備

その他ＩＲ事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する施策への協力

等に係る内容が具体的に記載されているとともに、区域整備計画に記載する

収支計画及び資金計画と整合的なものとなっていなければならない。 

（イ） 認定都道府県等入場料納入金及び認定都道府県等納付金の使途が明ら

かにされていなければならない。 

オ 観光及び地域経済の振興への寄与（ＩＲ整備法第９条第 11項第５号関係） 

ＩＲ区域の整備による経済的社会的効果及びその効果を見込む根拠が明らか

にされていなければならない。 

カ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除（ＩＲ整備法第９条第 11 項

第６号関係） 

カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要

な施策及び措置が区域整備計画に記載されているとともに、記載された施策及び

措置を都道府県等が都道府県公安委員会及び立地市町村等と連携しつつ適切

に実施すると認められるものでなければならない。また、ギャンブル等依存症対策

基本法の規定に基づく都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画が策定され、

これに基づく取組（政令市にあっては、ギャンブル等依存症対策のための計画的

な取組）を適切に実施すると認められるものでなければならない。 

（３） 評価基準 

ＩＲ整備法第９条第 11項第７号において、認定を受けることとなる区域整備計画

の数が３を超えてはならないこととされていることから、要求基準を満たす区域整備

計画のうち、３という上限の範囲内で優れた区域整備計画を認定する必要がある。

これを踏まえ、評価基準として、同項第１号の規定に基づいて以下のとおり定める
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ものとする。 

評価基準の具体的な内容は、ＩＲ整備法やこの基本方針の趣旨を踏まえ、以下

の５つの項目から構成されるものとする。 

ア 国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現への寄与 

イ 経済的社会的効果 

ウ ＩＲ事業を安定的・継続的に運営できる能力及び体制 

エ カジノ事業の収益の活用 

オ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除等 

なお、審査委員会において評価を行うための項目ごとの配点については、国土

交通大臣が別途定めるものとする。 

ア 国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現への寄与 

（ア） ＩＲ区域全体 

・ ＩＲ区域全体のコンセプトが、明確であり、極めて高い国際競争力を有する

優れたものであるとともに、他国の成功事例の模倣ではなく、独自性を有する

ものであることが求められる。 

・ ＩＲ区域内の建築物のデザインが、ＩＲ区域全体のコンセプトを具現化してお

り、ＩＲ区域が立地する地域の新たな象徴となり得るような先進性や他には見

られない魅力を有するとともに、周囲の景観や環境と調和したものであること

が求められる。 

・ 日本を代表する観光施設にふさわしい、これまでにないスケールを持つ施

設であることが求められる。 

・ 障害者、高齢者、妊婦、乳幼児連れの人といった、配慮を必要とする来訪

者それぞれの多様なニーズに対応できるユニバーサルデザインの観点や、

環境負荷低減、多文化共生、フェアトレードの観点から、世界の最先端であり、

模範となることが求められる。 

（イ） ＭＩＣＥ施設 

・ 開催が想定される最大規模のＭＩＣＥに対応できるなど、日本のＭＩＣＥビジ

ネスの国際競争力を飛躍的に向上させ、アジア・太平洋地域におけるＭＩＣＥ

ビジネスのリーダーとしての地位をより盤石にするために十分なスケールを有

することが求められる。 

・ 国際連合の会議、各国との首脳級会合、閣僚級会合などの重要な国際会

議や、グローバル企業をはじめとする様々な企業の会議、企業が行う報奨及

び研修旅行に付随する催事などの高度な需要に十分に対応できるよう、必

要な機能を有し、施設の使い勝手が良く、上質で洗練された内装であり、水
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準の高い飲食サービスが提供できるなど、国際競争力の高い、優れたクオリ

ティを持つことが求められる。 

・ 誘致しようとするＭＩＣＥのターゲットが明確であり、近隣に既存のＭＩＣＥ施

設がある場合には適切な役割分担や連携を通じて国際競争力の強化が図ら

れるとともに、誘致、企画及び運営に必要な体制及びノウハウを備えているこ

とが求められる。 

（ウ） 魅力増進施設 

世界中の観光客を引き付けることのできる、国際的に最高水準のエンター

テインメント性を有する公演、展示、イベント等を提供するとともに、これを通じ

て、日本の伝統、文化、芸術、先端技術、四季折々の自然などの様々な魅力

を、幅広く又はより深く、これまでにないクオリティで発信することが求められる。

また、計画された事業を実施するために必要な体制及びノウハウを備えてい

ることが求められる。 

（エ） 送客施設 

ＩＲへの来訪者を各地の魅力ある観光地に送り出すために、各地の観光の

魅力を伝えるショーケースとしての機能や、旅行者に必要なサービスの手配

を一元的に行うコンシェルジュとしての機能を、十分に果たすものであること

が求められる。また、各地の観光地へのＭＩＣＥ施設利用者をはじめとするＩＲ

来訪者の送り出しや、送客先の観光地づくりとの連携など、計画された事業

を実施するために必要な体制及びノウハウを備えていることが求められる。 

（オ） 宿泊施設 

・ 諸外国のＩＲにおける宿泊施設と比較して、客室の広さ、構成、設備が国際

競争力を有するとともに、ＩＲ区域への来訪者の宿泊需要に適切に対応でき

る規模を持つことが求められる。 

・ レストランなどの飲食サービスやその他付帯サービスのラインナップやクオリ

ティが、国際競争力の高い、優れたものであることが求められる。 

・ 来訪者の満足につながる質の高いサービスが提供されるとともに、計画され

た事業を実施するために必要な体制及びノウハウを備えていることが求めら

れる。 

（カ） その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設 

コンテンツやサービスが、国際競争力と高いクオリティを有し、外国人旅行

客をはじめとした幅広い人々が楽しむことのできる観光資源であることが求め

られる。また、施設の運営やコンテンツの調達・開発など、計画された事業を

実施するために必要な体制及びノウハウを備えていることが求められる。 
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（キ） カジノ施設 

ＩＲ区域全体のコンセプトと調和し、他の施設とバランスの取れた規模、デ

ザイン及び配置となっていることが求められる。 

（ク） ＩＲ区域が整備される地域及び関連する施策等 

・ ＩＲ区域は、国際空港、国際港湾、鉄道ターミナル駅等から現地までの公

共交通機関の所要時間、運行頻度、輸送力等から見て、国内外の主要都

市との交通の利便性に優れた地域であることが求められる。 

・ 都道府県等が都道府県公安委員会及び立地市町村等と連携しつつ実施

する交通アクセスの改善、インフラ整備、ＭＩＣＥ誘致、観光振興などの施策

が、優れたＩＲ区域を整備するために効果的であるとともに、それらが円滑に

実施されることが求められる。 

イ 経済的社会的効果 

（ア） 観光への効果 

大規模な国際会議をはじめとするＭＩＣＥの開催件数や、国内外からＩＲ区

域への来訪者数、送客施設の機能による他地域への観光客数の増加件数・

人数や伸び率が大きく見込まれることが求められる。また、このような観光へ

の効果は、説得力のある手法やデータを用いて精緻に推計されており、その

推計方法が示されていることが求められる。 

（イ） 地域経済への効果 

ＩＲ区域への来訪者による旅行消費額の増加額や伸び率、地域における

雇用創出、ＩＲ施設の開業までの初期投資など、地域経済への効果が大きく

見込まれることが求められる。また、このような地域経済への効果は、説得力

のある手法やデータを用いて精緻に推計されており、その推計方法が示され

ていることが求められる。 

（ウ） 2030年の政府の観光戦略の目標達成への貢献 

（ア）及び（イ）の効果を早期に発現することによって、訪日外国人旅行者

数を 2030年に 6000万人とし、訪日外国人旅行消費額を 2030年に 15兆円

とする政府の観光戦略の目標達成への貢献が見込まれることが求められる。

また、このような政府の観光戦略の目標達成への貢献は、説得力のある手法

やデータを用いて精緻に推計されており、その推計方法が示されていること

が求められる。 

ウ 事業を安定的・継続的かつ安全に運営できる能力及び体制 

（ア） ＩＲ事業者やその構成員が事業を確実に遂行できる能力を有すると認めら

れるとともに、構成員の間での役割分担と連携が適切に行われることが求め
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られる。 

（イ） 財務面からみて安定的であり、業績が下振れした場合にも適切に対応し、

長期的に事業を継続できることが求められる。 

（ウ） 防災・減災のための取組並びにＩＲ区域及びＩＲ施設に係る安全の確保の

ための取組が適切に講じられるとともに、災害その他のリスク事象について、

発生時における来訪者への情報提供や救援物資の提供その他の適切なオ

ペレーションや、損害に備えた保険の付保などが適切に講じられることが求

められる。また、新型コロナウイルス感染症の発生も踏まえ、感染症対策その

他の健康・衛生の確保のための取組が適切に講じられることが求められる。

特に感染症対策については、ＩＲは様々な機能を持つ施設が一体となった施

設であることから、先行する諸外国のＩＲにおける取組例や、感染症の発生の

状況に応じて定められる、ＩＲを構成する各種施設における感染防止のため

のガイドラインなども踏まえ、対策内容や実施体制を定めた計画を策定し、発

生時に適切な対策が講じられることが求められる。 

（エ） ＩＲ区域の整備について、地域における十分な合意形成がなされており、Ｉ

Ｒ事業が長期的かつ安定的に継続していくために不可欠な地域における良

好な関係が構築されていることが求められる。 

エ カジノ事業の収益の活用 

カジノ事業の収益を十分活用するとともに、その他の収益も活用して、ＩＲの開業

後も長期的に世界中の観光客を引き付けることのできる魅力的な施設やコンテン

ツを継続的に創り出すなど、ＩＲ施設の整備その他ＩＲ事業の事業内容の向上や都

道府県等が実施する施策への協力等を行うことが求められる。 

オ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除等 

最新の技術を活用したカジノ施設及びＩＲ区域内の適切な監視や警備、国内外

の最新の知見やベストプラクティスを踏まえた依存防止対策の強化その他のカジ

ノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策及び措

置についてＩＲ事業者と都道府県等の連携協力により適切に講じられることが求め

られる。また、これらと連携した都道府県等によるギャンブル等依存症対策や、関

係地方公共団体との連携協力による取組の充実が、確実かつ効果的に講じられ

ることが求められる。 

８  実施協定の締結 

実施協定は、区域整備計画の認定後、都道府県等とＩＲ事業者が協力して、その計

画の着実な実施を図ることを担保するために締結が求められるものである。また、実施

協定の内容が、区域整備計画の着実な実施に資するものであるかどうかを確認するた
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めに、国土交通大臣の認可が必要とされている。 

そのため、都道府県等及びＩＲ事業者は、長期間にわたる安定的で継続的なＩＲ事業

の実施に向けて、以下の事項に留意して、区域整備計画の認定後、速やかに実施協

定を締結しなければならない。 

なお、ＩＲ事業はＩＲ事業者が実施するものであるが、その実施は地域に及ぼす影響

が大きいことから、ＩＲ整備法第 13 条第５項の規定により、都道府県等は、ＩＲ事業の具

体的な実施体制及び実施方法等を定めた実施協定の概要を公表することとされている。 

（１） 設置運営事業等の具体的な実施体制及び実施方法に関する事項（施設供用

事業が行われる場合には、施設の管理その他の事項に係る認定設置運営事業者

と認定施設供用事業者との間の責任分担及び相互の連携に関する事項を含む。）

（ＩＲ整備法第 13条第１項第１号関係） 

ア 事業基本計画に基づいた実施体制及び実施方法を規定することが求められる。 

（ア） 次に掲げる事項をその内容に含めることが求められる。 

・ ＩＲ施設を構成する施設の設置に係る投資額やスケジュール等 

・ ＩＲ区域の対象となる土地の所有者とＩＲ事業者との間における土地の利用

条件並びに土地の利用に係る費用、支払方法及び支払期限等 

・ ＩＲ施設の設置及び運営に伴い発生する費用の負担関係、支払方法及び

支払期限等 

・ ＩＲ事業者の役員及び株主又は出資者について、暴力団員等の排除に関

する措置、カジノ事業の免許を受ける上での欠格事由が存在しないことに

つきこれらの者の表明・確約書を提出させるなどＩＲ事業者の適格性を担保

させるための措置及び当該措置に違反した場合の措置 

・ ＩＲ事業者がカジノ事業の免許を受ける前及び受けた後の取引先又は委

託先について、暴力団員等の排除に関する措置、カジノ事業の免許を受け

る上での欠格事由が存在しないことにつきこれらの者の表明・確約書を提出

させるなどＩＲ事業者の適格性を担保させるための措置及び当該措置に違

反した場合の措置 

（イ） 都道府県等とＩＲ事業者の判断により、次に掲げる事項をその内容に含め

ることが考えられる。 

・ ＩＲ施設の設計、建設、維持管理及び運営に関して、都道府県等がＩＲ事

業者に求める条件や水準に関する事項 

・ ＩＲ事業の実施に伴い発生するリスクに係る保険契約に関する事項 

・ ＩＲ事業の実施に伴い行われる銀行等からの資金調達に係るＩＲ事業者か

ら都道府県等への情報提供に関する事項 



 

   

 

37 

 

・ ＩＲ事業者の株主又は出資者の変更に当たって設ける制限に関する事項 

（ウ） 上記のほか、都道府県等とＩＲ事業者の合意により、区域整備計画の着実

な実施を図るために必要な事項をその内容に含めることが望ましい。 

イ 施設供用事業が行われる場合には、施設の管理その他の事項に係る認定設置

運営事業者と認定施設供用事業者との間の責任分担及び相互の連携に関する

事項も規定することが求められる。 

ウ ＩＲ事業は、長期間にわたって、安定的で継続的なＩＲ事業の実施を確保するこ

とが必要である。こうした観点から、ＩＲ事業者の責任の履行確保の方法に関する

事項、ＩＲ事業におけるリスクやその分担等の都道府県等及びＩＲ事業者の責任

の明確化に関する事項、区域整備計画の認定の更新に向けて必要な手続に関

する事項その他のＩＲ事業の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項を規定す

ることが求められる。 

エ 認定区域整備計画に基づき、ＩＲ事業者が実施する国際競争力の高い魅力あ

る滞在型観光を実現するための措置並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有

害な影響の排除を適切に行うために必要な措置を規定することが求められる。 

オ 認定区域整備計画の適正な実施及び実施協定の確実な履行の確保のために、

ＩＲ整備法第 14 条の規定に基づき行われるＩＲ事業者から都道府県等への報告

並びに都道府県等による実地調査及び指示に関して、これらの措置及びこれら

に違反した場合の措置を具体的かつ明確に規定することが求められる。 

カ ＩＲ整備法第 17 条第 1 項の規定に基づき行われる認定設置運営事業者による

営業開始の届出に対する都道府県等の同意や、ＩＲ整備法第 28 条第 4 項の規

定に基づき行われるＩＲ事業者による財務報告書の提出に対する都道府県等の

同意等法令によって必要とされる手続等に関して、これらの措置及びこれらに違

反した場合の措置を具体的かつ明確に規定することが求められる。 

（２） 設置運営事業等の継続が困難となった場合における措置に関する事項（ＩＲ整

備法第 13条第１項第２号関係） 

ア ＩＲ事業の継続が困難となる事由として、ＩＲ事業の業績不振、カジノ事業の免許

の取得又は更新ができない場合、国土交通大臣による区域整備計画の認定が

取り消される場合又は認定の更新がなされない場合、災害の発生等が考えられ

るが、これらの想定される事由をできる限り具体的かつ網羅的に列挙した上で、

それぞれの場合に都道府県等及びＩＲ事業者が採るべき措置を定めておくことが

求められる。 

イ ＩＲ事業の継続が困難な事由が発生した場合又は発生するおそれが強いと認め

られる場合は、長期間にわたって安定的で継続的なＩＲ事業の運営に向けて、そ



 

   

 

38 

 

の状態の修復を図ることが基本であることから、帰責事由の有無や程度に応じて、

修復に向けて都道府県等とＩＲ事業者が採るべき措置を、具体的かつ明確に規

定しておくことが求められる。 

ウ ＩＲ事業の継続が困難な事由が発生し、及びその状態の修復が不可能であるこ

とにより、ＩＲ事業者の交替等によってＩＲ事業を継続する場合における、ＩＲ事業

者から後継のＩＲ事業者への引継ぎ、ＩＲ施設の売却、当該売却した時点の対価

の算定など、円滑な引継ぎを実現させるために必要な措置を、具体的かつ明確

に規定しておくことが求められる。 

エ ＩＲ事業の継続が困難な事由が発生し、及びその状態の修復が不可能であるこ

とにより、ＩＲ事業を廃止する場合における、ＩＲ区域の土地及びＩＲ施設等の資産

の処理方法を規定するとともに、ＩＲ事業者から都道府県等へのＩＲ事業の廃止ま

での手続等に関する計画の提出を規定しておくことが求められる。 

また、ＩＲ事業の廃止に伴って生ずる費用又は損害について、都道府県等とＩＲ

事業者との間における帰責事由の有無や程度に応じた負担関係を、具体的か

つ明確に規定しておくことが求められる。 

なお、区域整備計画の認定の取消し後、ＩＲ事業者であった者又はその他の

事業者がカジノ施設以外の施設を継続して運営する場合における円滑な引継ぎ

のための措置についても、具体的かつ明確に規定しておくことが求められる。 

オ 実施協定においては、ＩＲ事業が実施協定に従って適切に運営されているにも

関わらず、都道府県等又はＩＲ事業者のいずれかが必要な手続を行わないことに

より認定の更新がなされない場合（都道府県等の行政府の判断による場合、ＩＲ

事業者の判断による場合のほか、都道府県等の議会の同意が行われないことに

よる場合を含む。）における補償について規定することも可能である。 

なお、実施協定においては、認定の更新が行われなかった場合や、国土交通

大臣により認定の取消しが行われた場合における、実施協定の解除に関する手

続についても定めておくことが必要である。 

（３） 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策その他の国際競争力の高

い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項（ＩＲ整備法

第 13条第１項第３号関係） 

ア 認定区域整備計画のうち、都道府県等が実施する施策及び措置を規定するこ

とが求められる。また、ＩＲ事業者及び都道府県公安委員会、立地市町村等その

他の関係地方公共団体との役割分担について規定することが求められる。 
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イ ＩＲ事業者が、当該施策及び措置に協力するに当たって資金を拠出する場合に

は、その目的、金額、金額の決定方法その他の拠出に当たっての諸条件を規定

することが求められる。 

（４） カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な

施策及び措置に関する事項（ＩＲ整備法第 13条第１項第４号関係） 

ア 認定区域整備計画のうち、都道府県等が実施する施策を規定することが求めら

れる。また、ＩＲ事業者及び都道府県公安委員会、立地市町村等その他の関係

地方公共団体との役割分担について規定することが求められる。 

イ ＩＲ事業者が、都道府県等が実施する施策に協力するに当たって資金を拠出す

る場合には、その目的、金額、金額の決定方法その他の拠出に当たっての諸条

件を規定することが求められる。 

（５） 実施協定に違反した場合における措置に関する事項（ＩＲ整備法第 13 条第１項

第５号関係） 

ア 実施協定に違反した場合は、長期間にわたる安定的で継続的なＩＲ事業の実施

に向けて、その状態の修復を図ることが基本であることから、帰責事由の有無や

程度に応じた、修復に向けての都道府県等とＩＲ事業者が採るべき、違反した旨

の報告、改善計画の策定などの措置を、具体的かつ明確に規定することが求め

られる。 

イ 実施協定に違反した場合における、実施協定違反の内容及び程度並びに帰責

事由の有無や程度に応じた措置を、具体的かつ明確に規定することが求められ

る。なお、実施協定に違反した内容及び程度が重大で修復が困難な場合は、区

域整備計画の認定の有効期間内であっても、都道府県等及びＩＲ事業者は実施

協定を解除することができる旨を規定することが考えられる。 

（６） 実施協定の有効期間（ＩＲ整備法第 13条第１項第６号関係） 

実施協定の有効期間については、ＩＲ事業は長期間にわたる安定的で継続的

な実施の確保が必要であることを踏まえ、都道府県等とＩＲ事業者との合意により、

区域整備計画の認定の有効期間を超えた期間を定めることも可能である。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、認定区域整備計画の適正な実施のために必要な

事項として国土交通省令で定めるもの（ＩＲ整備法第 13条第１項第７号関係） 

認定区域整備計画の適正な実施のために必要な事項として国土交通省令で

定めるものについて、規定することが求められる。 

９ 区域整備計画の変更 

認定区域整備計画の記載事項の変更に当たっては、変更後の認定区域整備計画

が引き続き７に記載する認定審査の基準（以下「認定審査の基準」という。）を満たすも
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のであることを確認するため、軽微な変更を除きＩＲ整備法第 11条第１項の規定に基づ

く国土交通大臣の認定を受けることとしている。 

この場合、区域整備計画の認定に当たって評価基準に基づき、３を超えない範囲内

で優れた区域整備計画を認定している観点から、当初の認定区域整備計画において

整備することを予定していたＩＲ施設の機能や規模を縮減するような変更や、当初の認

定区域整備計画において見込まれるとしていた経済的社会的効果を引き下げるような

変更は、認定の審査基準のうち要求基準を満たしていたとしても基本的に認められな

い。 

一方、区域整備計画の認定を受けた後で、ＩＲ施設の設計の見直しを行い、より適切

なものとする観点から設計の変更を行う必要が生じるなど、必ずしも経済的社会的効果

の引き下げをもたらすものではないものの、区域整備計画の認定の審査における評価

結果に影響を及ぼす可能性があるような変更を行う必要が生じる場合も考えられる。ま

た、当初の認定後、当初想定されなかった外的要因によるＩＲ事業の経営環境の悪化

等により、ＩＲ事業者が十全の努力をした上でなお、やむを得ず、ＩＲ施設の機能や規模

を縮減するような変更や、経済的社会的効果を引き下げるような変更を行う必要が生じ

る場合も考えられる。 

こうした変更の認定を行う場合には、国土交通大臣は、必要に応じて審査委員会を

開催し、その意見を聴いた上で認定の可否を判断するものとする。この場合であっても、

認定の審査基準のうち要求基準を満たさない変更は認められない。 

また、ＩＲ整備法第 37 条第１項の規定に基づく国土交通大臣の評価の結果を踏まえ

て、認定区域整備計画の変更を行う場合については、当該変更の内容が当初認定さ

れた内容に加え、当該評価の結果を適切に反映しているかどうかを確認した上で、認

定の可否を判断することになる。 

なお、変更の認定申請に当たっても、ＩＲ整備法第 11 条第３項の規定に基づき、当

初の認定区域整備計画に係る認定申請と同様に、協議会における協議又は立地市町

村等及び都道府県公安委員会との協議、公聴会の開催その他の住民の意見を反映さ

せるために必要な措置、都道府県等の議会の議決及び立地市町村の同意など、地域

における合意形成の手続が適切に行われることが必要である。 

一方、形式的な変更などのＩＲ整備法第 11 条第１項の規定に基づき国土交通省令

で定める軽微な変更については、変更の認定の対象とはせず、同条第２項の規定に基

づく国土交通大臣への届出で足りるものとされている。 

10 認定の更新 

日本型ＩＲの意義が十分に発揮されるためには、長期間にわたって、安定的で継続

的なＩＲ事業の実施が確保されることが前提条件の１つとなる。その上で、ＩＲ整備法第
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10 条第２項の規定に基づく認定の更新制度は、ＩＲ事業が認定区域整備計画に従って

着実に実施されているかどうかについて、一定期間ごとに確認を行うために設けられて

いるものである。 

認定の更新を申請する際には、ＩＲ区域の整備は地域に及ぼす影響が大きいことか

ら、地域における十分な合意形成を確保するため、当初の区域整備計画に係る認定を

申請する際と同様に、協議会における協議又は立地市町村等及び都道府県公安委員

会との協議、公聴会の開催その他の住民の意見を反映するために必要な措置、都道

府県等の議会の議決及び立地市町村の同意等を経ることが要件とされている。ＩＲ事業

者は、積極的な投資や都道府県等の施策への協力を通じて地域の観光や経済の振

興に貢献するとともに、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除にも引き

続き万全を期すことで、認定の更新に際して、地域における幅広い関係者の理解と協

力が得られるよう努めることが重要である。 

ＩＲ整備法第 10 条第２項及び第３項に規定する区域整備計画の認定の更新の申請

に当たっては、認定された期間の更新に加えて、区域整備計画の内容の拡充も必要と

なることから、更新の申請と併せて、ＩＲ整備法第 11 条第１項の規定に基づく区域整備

計画の変更の認定申請を併せて行うことが求められる。 

国土交通大臣は、区域整備計画の認定の更新及びこれに伴う変更の申請があった

場合には、審査委員会を開催して、区域整備計画の変更の内容が認定の審査基準に

引き続き適合するものであるかどうかを審査するとともに、当初の区域整備計画の認定

又は直近の区域整備計画の認定の更新のときから当該申請のときまでのＩＲ整備法第

37 条第１項の規定に基づく評価の結果及び同条第６項の規定に基づく適切な反映の

結果を勘案して、区域整備計画の認定の更新の適否を判断するものとする。 

11  認定の取消し 

国土交通大臣は、認定区域整備計画が的確に実施されることにより、カジノ事業

の収益がＩＲ事業に適切に還元され、国際競争力の高い滞在型観光の実現等の公

益が達成されているかどうかを確認する観点から、ＩＲ事業者に対して、ＩＲ整備法第

29 条及び第 30 条の規定に基づき、報告の徴収、質問又は立入検査及び指示を行

うことができるとともに、都道府県等に対して、同法第 32 条第１項、第 33 条第１項及

び第 34 条第１項の規定に基づき、報告の徴収、必要な措置の要求及び指示を行う

ことができることとされている。また、関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、同

法第 29 条第５項及び第 30 条第３項の規定に基づき、ＩＲ事業者に対する報告の徴

収や指示を申し出ることができるとともに、同法第 32条第２項、第 33条第２項及び第

34 条第２項の規定に基づき、都道府県等に対する報告の徴収、必要な措置の要求

及び指示を申し出ることができることとされている。 
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その上で、国土交通大臣は、以下の（１）から（４）までのいずれかに該当するときは、

区域整備計画の認定を取り消すことができる。 

（１） 認定区域整備計画がＩＲ整備法第９条第 11 項各号に掲げる基準に適合しなく

なったと認めるとき。 

（２） 公益上必要があるものとして都道府県等から区域整備計画の認定の取消しの

申請があったとき。 

（３） ＩＲ事業者が、国土交通大臣によるＩＲ整備法第 30 条第１項の規定に基づく指

示に違反し、又は同条第２項の規定に基づく期限を付した停止命令に違反した

とき。 

（４） 都道府県等が国土交通大臣によるＩＲ整備法第 34 条第１項の規定に基づく指

示に違反したとき。 

都道府県等は、公益上必要があるものとして区域整備計画の認定の取消しの申

請を行おうとするときは、ＩＲ事業が廃止されることに伴う社会的影響等も踏まえた上

で、慎重な考慮を行うことが必要である。国土交通大臣は、都道府県等から取消しの

申請を受けたときは、その公益上の必要性について、都道府県等に対して具体的な

説明を求めるものとする。都道府県等とＩＲ事業者との間の実施協定においては、都

道府県等の申請により認定の取消しが行われた場合における補償について規定し

ておくことも可能である。 

また、ＩＲ整備法第 35 条第２項の規定に基づき、関係行政機関の長は、国土交通

大臣に対し、区域整備計画の認定の取消しに関し、必要と認める意見を申し出ること

ができることとされている。これは、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の

排除等に係る関係行政機関の所掌にも関する事項について、認定区域整備計画の

的確な実施のために必要な措置が講じられない場合等には、関係行政機関の長か

ら国土交通大臣に意見の申出を行うこととすることにより、国土交通大臣は区域整備

計画の認定の取消しに関し、より適切な判断をすることができるようにすることを目的

としたものである。 

さらに、国土交通大臣は、区域整備計画の認定の取消しに当たっては、ＩＲ整備法

第 35 条第３項の規定に基づき、区域整備計画の認定時と同様に、関係行政機関の

長に協議し、同意を得るとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聞

くことが必要であり、取り消したときには、遅滞なくその旨及びその内容を公示する必

要がある。 

なお、区域整備計画の認定の取消しは、行政手続法（平成５年法律第 88 号）第２

条第４号に規定する不利益処分に該当するため、区域整備計画の認定の取消し前

には、同法第 13 条第１項の規定に基づき、ＩＲ事業者に対して聴聞を行う等の適正
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な手続を経ることとなる。 

12 評価 

カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かしたＩＲ区域

の整備を推進することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、観

光及び地域経済の振興に寄与し、並びに財政の改善に資するためには、経済社会

情勢の変化を踏まえ、認定区域整備計画の実施の状況について定期的に確認し、

見直しを行っていくことが必要である。 

このため、ＩＲ整備法第 37 条第１項の規定に基づき、国土交通大臣は、毎年度、

認定区域整備計画（事業計画を含む。以下同じ。）の実施の状況について評価を行

うこととされている。 

（１） 評価の考え方 

認定区域整備計画の実施の状況についての毎年度の評価に当たっては、認

定区域整備計画に基づく取組の状況及び目標の達成状況について評価を行うこ

ととする。 

特に、カジノ事業の収益の活用については、ＩＲ事業の公益性の確保に当たっ

て必要な再投資が行われているかどうか、また、ＩＲ事業者の投資余力と比べて十

分な再投資が行われているかどうかの観点から、都道府県等及びＩＲ事業者による

国内外のＩＲの状況や類似の国内企業の状況との比較等に基づく説明等を踏まえ

た上で、評価を行うこととする。 

また、都道府県等及びＩＲ事業者は、取組の状況や目標の達成状況を測るため

の指標（ＫＰＩ）について、その実績を示すデータを継続的に把握したうえで、毎年

度の評価を受ける際に、取組の状況や目標の達成状況について、データで示し

て説明できるようにする必要がある。 

（２） 評価の方法 

国土交通大臣は、認定区域整備計画の実施の状況についての毎年度の評価

を行おうとするときは、都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況につ

いての報告を求めることができるとされている。都道府県等は、上記の報告に際し

て、認定区域整備計画のうちＩＲ事業者がその実施を担う事業基本計画及び事業

計画についての実施状況について、ＩＲ事業者に対し報告を求め、当該報告につ

いて意見があるときは、意見を付して、国土交通大臣に報告することとされている。

その際、都道府県等は、認定区域整備計画に基づく取組の状況や目標の達成状

況に加えて、要因分析や翌年度以降における改善に向けた取組等を取りまとめて

報告を行うこととする。 

また、都道府県等は、認定区域整備計画の実施の状況の報告を行うに当たり、
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ＩＲ施設が設置され、及び運営されている地域における関係者の意見を反映する

観点から、協議会における協議又は立地市町村等及び都道府県公安委員会との

協議を行うものとされている。 

国土交通大臣は、認定区域整備計画の実施の状況についての毎年度の評価

に当たっては、公正性及び透明性を高める観点から、審査委員会を開催する。評

価に関する審査委員会の会議は、公開する。ただし、民間事業者の権利、競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。 

審査委員会は、都道府県等が取りまとめた報告、前年度までの認定区域整備

計画の実施の状況についての評価の結果、区域整備計画の認定審査の際に得

た情報、審査委員会における都道府県等及びＩＲ事業者へのヒアリングなどに基

づき、認定区域整備計画に基づく取組の状況や目標の達成状況の評価及び今

後改善すべき事項等を含む評価の結果を取りまとめることとし、国土交通大臣は、

その取りまとめを踏まえた上で、認定区域整備計画の実施の状況についての評価

を行うこととする。 

なお、国土交通大臣は、認定区域整備計画の実施の状況についての評価を行

うに当たっては、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域

整備推進本部の意見を聴くこととし、また、評価を行ったときは、遅滞なく、都道府

県等に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するものとされてい

る。 

（３） 評価の反映 

都道府県等及びＩＲ事業者は、国土交通大臣による認定区域整備計画の実施

の状況についての評価の結果を、事業基本計画及び事業計画に適時に反映させ

るなど、認定区域整備計画に係る業務運営の改善に適切に反映させなければな

らないものとされている。 

第５ 第１から第４までに掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫

及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国

において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策に関する基本

的な事項 

１ 施策の推進体制 

政府においては、ＩＲ区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、

特定複合観光施設区域整備推進本部が置かれている。特定複合観光施設区域整備

推進本部による総合調整の下で、以下に述べるとおり、国土交通省、カジノ管理委員

会及びその他の関係行政機関がそれぞれの役割を果たすことにより、ＩＲ区域の整備の

推進を通じて、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するた
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めの施策と、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うための

施策を講じていく必要がある。 

国土交通省は、ＩＲ整備法に基づくＩＲ区域に係る制度の主務省として、基本方針の

策定及び公表、区域整備計画の審査及び認定、ＩＲ事業者に対する監督や認定区域

整備計画の実施の状況についての毎年度の評価等、ＩＲ区域の整備の推進に関する

施策の策定及び実施を通じて、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観

光を実現するための取組を進めていくこととされている。 

また、ＩＲ区域の整備の推進に当たっては、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な

影響の排除を徹底的に行うことが重要であり、このため、ＩＲ整備法においては、世界最

高水準のカジノ規制と重層的かつ多段階的な依存防止対策の仕組みが設けられるとと

もに、内閣府の外局として設置されるカジノ管理委員会が、これをつかさどることとされ

ている。 

カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施

策を進めていくためには、カジノ管理委員会に加えて、その他の関係行政機関の協力

が必要であり、具体的には、犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の

保持を図る観点並びにＩＲ区域の整備に伴い必要となる交通環境の改善を図る観点か

ら国家公安委員会・警察庁が、青少年の健全育成を図る観点から内閣府及び文部科

学省が、依存防止対策の観点からギャンブル等依存症対策推進本部、厚生労働省、

消費者庁、金融庁及び法務省が位置付けられる。さらにＩＲ区域の整備を通じた国及び

地方公共団体の財政の改善を図る観点から財務省及び総務省が、国際条約との整合

性を図る観点から外務省が、文化芸術の振興を図る観点から文化庁が、ＭＩＣＥの開催

による産業の振興や、日本の魅力の発信による産業の振興の観点から経済産業省が、

ＩＲ区域と環境との調和を図る観点から環境省が、加えて、区域整備計画の具体的な内

容等を踏まえて必要があると認められる場合にはその内容等に応じて適切な省庁が、Ｉ

Ｒ整備法に基づく関係行政機関として位置付けられることとなる。 

国土交通省がＩＲ区域の整備の推進のための施策を進めるに当たっては、関係行政

機関の適切な協力が必要であり、このため、ＩＲ整備法においては、国土交通大臣が区

域整備計画の認定及び実施協定の認可を行う際の関係行政機関の長への協議及び

同意、ＩＲ事業の実施の状況に関するＩＲ事業者の報告に係る関係行政機関の長から

国土交通大臣への申出、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除に関す

る都道府県等への指示に係る関係行政機関の長から国土交通大臣への申出、認定区

域整備計画の実施の状況についての毎年度の評価を行う際の関係行政機関の長へ

の協議並びにＩＲ整備法の目的を達成するために必要な場合における国土交通大臣

から関係行政機関の長への協力の要請などの規定が設けられている。 
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ＩＲ区域の整備の推進に関係する地方公共団体は、国との適切な役割分担の下、そ

の地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有してい

る。 

ＩＲ整備法においては、都道府県等による実施方針の策定、民間事業者の選定、区

域整備計画の作成及び認定区域整備計画の実施の状況についての報告に当たって、

協議会が組織されている場合には協議会への協議が、協議会が組織されていない場

合には立地市町村等及び都道府県公安委員会への協議が求められる。さらに、都道

府県等が実施方針や区域整備計画において、都道府県公安委員会又は立地市町村

等が実施する施策及び措置を定めようとするときは、あらかじめ、それぞれの者の同意

を得ることが必要となる。その他、設置運営事業者による事業計画や営業開始の届出

に際し、都道府県等が同意を行うに当たっては、都道府県公安委員会と必要な調整が

行われることとなる。また、都道府県等は、ＩＲ事業者とともに、都道府県公安委員会や

立地市町村等その他の関係地方公共団体と連携しつつ、区域整備計画及び実施協

定に基づき、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うための

施策及び措置を講ずるものとされている。 

ＩＲ事業者においては、民間の資金や能力など民間の活力を生かしたＩＲ区域を整備

する主体として、区域整備計画を都道府県等と共同して作成し、実施するものである。

また、ＩＲ整備法第 15 条の規定に基づき、認定区域整備計画や国土交通大臣の認可

を受けた実施協定に従うこと、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を

適切に行うため国及び都道府県等が実施する施策に協力すること並びにカジノ事業の

収益をＩＲ事業の事業内容の向上のみならず都道府県等が実施する施策への協力に

充てるよう努めることが求められるほか、都道府県等とともに地域の合意形成にも積極

的に取り組んでいくことも期待される。 

２ 関係施策との連携 

国がＩＲ区域の整備を推進するに当たっては、ＭＩＣＥ誘致、周辺地域や全国各地の

観光地等との連携及びＩＲ区域を含めた地域における観光の魅力に関する海外におけ

るプロモーション等によるインバウンドの促進のための施策並びにギャンブル等依存症

防止に係る施策をはじめ、関係する施策と連携して取り組むものとする。 

第６ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策

に関する基本的な事項 

日本型ＩＲにおいては、本来刑法（明治 40年法律第 45号）で禁止されているカジノ事

業が例外的に特権として認められるものであることから、カジノ施設の設置及び運営に伴

う有害な影響については、徹底的に排除する必要がある。 

このため、ＩＲ整備法においては、犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環
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境の保持、青少年の健全育成、カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに

伴い受ける悪影響の防止など、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を

適切に行うために必要な施策を講ずることが、国及び関係地方公共団体の責務として

明確に位置付けられている。また、都道府県等及びＩＲ事業者は、都道府県公安委員会

や立地市町村等その他の関係地方公共団体と連携しつつ、区域整備計画及び実施協

定に基づき、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うための

施策及び措置を講ずるものとされている。 

これを踏まえ、ＩＲ区域の整備及びＩＲ施設の設置及び運営に当たっては、関係者が密

接に連携して、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため

の施策及び措置を確実に実施していくことが必要である。 

１ 犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持 

ＩＲ事業者は、ＩＲ整備法において義務付けられている、暴力団員等のカジノ施設へ

の入場の禁止、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法律第 22号）に

基づく措置に上乗せしたマネー・ローンダリング防止のための措置などの対策を、確実

に実施していくことが必要である。また、暴力団員等のカジノ施設への入場の禁止を徹

底するためには、都道府県公安委員会・都道府県警察と適切に連携しつつ、最新の技

術を活用することにより、暴力団員等のカジノ施設への入場の禁止及びカジノ施設内

において入場禁止対象者を発見するための措置、カジノ施設及びその周辺地域にお

ける監視及び警備を確実に実施する必要がある。 

都道府県等は、ＩＲ区域及びその周辺地域において、秩序の維持や防犯体制の強

化のための施策を講ずる必要がある。性風俗関連特殊営業は、ＩＲ区域内において認

められないことは言うまでもないが、ＩＲ区域の周辺地域においても、当該周辺地域の状

況に鑑み、規制を適切に講ずることが求められる。 

２ 青少年の健全育成 

青少年の健全育成を図るため、ＩＲ事業者は、ＩＲ整備法において義務付けられてい

る、20 歳未満の者のカジノ施設への入場禁止や、20 歳未満の者に対する勧誘の禁止

などの措置を確実に実施する必要がある。 

また、都道府県等においても、学校での啓発活動、青少年の保護育成などの施策を

講ずることが求められる。 

３ カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止 

ＩＲ事業者は、日本人や外国人居住者を対象とした一律の入場回数制限や入場料

の賦課、依存防止規程に基づく入場者及び家族の申出等による利用制限措置や相談

窓口の設置といった利用者の個別の事情に応じた対応、日本人等に対する貸付業務

の規制や広告及び勧誘の規制など、ＩＲ整備法において設けられている重層的かつ多
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段階的な措置を確実に実施する必要がある。 

さらに、ＩＲ事業者は、これらの取組に加え、自主的に、依存防止等に関する事業者

間の連携協力等も通じて、国内外の最新の知見やベストプラクティスを平素から収集し、

創意工夫をして、依存防止対策を不断に強化することを通じて、依存防止に万全を尽

くす必要がある。 

都道府県等においては、ＩＲ事業者によるこうした依存防止対策と連携して、地域に

おける相談窓口や治療体制の整備などの施策を講ずるとともに、依存症である者等や

その家族等が早期に必要な治療や支援を受けられるよう地域における包括的な連携

協力体制を構築するなど、カジノ行為に対する依存防止のために万全の対策を講ずる

ことが求められる。 

その一方で、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき、ギャンブル等依存症対策が

進められているところであり、全ての都道府県において、同法の規定に基づく都道府県

ギャンブル等依存症対策推進計画を策定するとともに、これに基づく取組（政令市にあ

っては、ギャンブル等依存症対策のための計画的な取組）を一層強力に進めていく必

要がある。 
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